
 

 

 

 

平成１８年度業務実績報告書 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人雇用・能力開発機構 

 

 

 

 

 



 1 

中期目標 中期計画 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項

は、次のとおりとする。 

１ 組織体制について、業務の効率的・効果的実施の観点から、

適宜弾力的な見直しを図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化による経費削減について 

（１）一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに

限る。）については、効率的な利用に努め、中期目標期間の

最終年度までに、雇用・能力開発機構の平成１４年度の相当

経費に比べて、１５％以上削減すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）

を踏まえ、平成１８年度以降の５年間において、国家公務員

に準じた人件費削減の取組を行うこと。これを実現するため、

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措

置 

 

１ 組織体制については、委員会を設け、年１回以上、機構の業

務の効率的・効果的実施の観点から、検討を行い、見直しを図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化による経費削減について 

（１）一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに

限る。）については、効率的な利用に努めるとともに、人員削

減等を図り、中期目標期間の最終年度までに、雇用・能力開

発機構の平成１４年度の相当経費に比べて、１５％以上削減

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）

を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で５％以上の人件費の

削減を実現するため、現中期目標期間の最終年度までの間に
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 組織体制について、業務の効率的・効果的実施の観点から、機構

本部に設置した委員会において引き続き検討を進め、必要な見直し

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化による経費削減について 

（１）一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに限る。）

については、平成１８年度予算計画を踏まえつつ、①一般競争入

札の推進、運営方法の見直しによる一般管理費の効率化、②業務

実施方法の見直しによる業務経費の効率化等により、削減に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的な給与上昇の

抑制、地域の民間賃金の的確な反映や勤務成績を反映した厳

正な職位制度の運用などを行うための新しい人事・給与制度

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 組織体制の見直し 

●機構本部に設置する委員会 

組織体制について、業務の効率的・効果的実施の観点から見直

しを図るため、平成１６年度に設置した、機構本部の役職員から

なる「組織体制の見直し等に係る委員会」において、以下のとお

り検討を行った。 

（１）検討状況 

  ・ 平成１９年２月８日 

    本部組織のあり方 

 

（２）検討結果 

   組織の効率化・簡素化を図ること及び雇用促進住宅の譲

渡・廃止を推進するための新たな部の設置等を内容とする本

部組織の改編を平成１９年４月１日に行うこととした。 

 

なお、平成１８年度には、前年度における委員会の検討結果に

基づき、本部組織についてはスリム化及び業務の集中化等を図る

ための改編を行い、地方組織については、都道府県センターと職

業能力開発促進センターの事務・業務を１人の統括所長の下で１

つの組織として実施する一元処理を平成１７年度の２７道府県に

引き続き、１９府県で行った。 

 

 

２ 一般管理費及び業務経費の削減 

●経費の削減 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに限る。）

については、平成１８年度予算計画を達成した。さらに、以下の取組

みにより、２６億円削減した。 

（１）一般管理費の削減 

   情報システムの見直し、人件費の削減等による運営方法の見直

しにより、２２億円削減した。 

 

（２）業務経費の削減 

   訓練用機器のリース方法の見直し、施設の借地面積の縮減等の

業務実施方法の見直しにより、４億円削減した。 

 

（３）一般競争入札の推進 

一般競争入札を推進した結果、平成１８年度における実績

は、９７３件となった。 

 

平成１８年度 

予算額 

平成１８年度 

決算額 

差引額 

９２３億円 ８９７億円 △ ２６億円

 

（４）人事・給与制度の見直し 

国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的な給与上昇の

抑制、地域の民間賃金の的確な反映や勤務成績を反映した厳
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中期目標 中期計画 

現中期目標期間の最終年度までの間においても、必要な取組

を行うこと。 

併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系の

見直しを進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 助成金の支給、融資等の業務については、厳正な審査を引き

続き実施しつつ、制度の趣旨・目的の一層の周知を行い、申請

内容を適正化させるとともに、事務手続の効率化、担当者の審

査能力向上等を図り、平均処理期間（申請書の受付から支給等

の決定までの期間）が特に長い助成金等について重点的に平均

処理期間を短縮することとし、中期目標の最終年度までに、１

件当たりの平均処理期間を平成１４年度と比べて１０％以上短

縮すること。 

おいて、平成１７年度を基準として人件費の５．０％以上の

削減を着実に実施する。 

また、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的な給与

上昇の抑制、地域の民間賃金の的確な反映や勤務成績を反映

した厳正な職位制度の運用などを行うための新しい人事・給

与制度を実施する。 

 

 

 

 

 

３ 助成金の支給、融資等の業務については、事業主等に対して、

支給申請書等の記入方法等の教示など事前相談を行うとともに、

申請から支給決定までの期間について十分な説明を行う。また、

厳正な審査を引き続き実施しつつ、制度の趣旨・目的の一層の

周知を行い、申請内容を適正化させるとともに、適正支給に配

慮しつつ、申請書の記載項目の簡略化、添付資料の簡素化等に

よる事務手続の効率化や職員研修等による担当者の審査能力向

上を図り、平均処理期間（申請書の受付から支給等の決定まで

の期間）が特に長い助成金等について重点的に平均処理期間を

短縮することとし、中期目標の最終年度までに、１件当たりの

平均処理期間を平成１４年度と比べて１０％以上短縮する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 助成金等の支給 

助成金等の平均処理期間（申請書の受付から支給等の決定ま

での期間）については、制度の趣旨・目的の一層の周知、担当

者の審査能力の向上等に引き続き努めるほか、職員用の審査等

マニュアル、事業主等申請者向けの申請の手引き等の活用など

により、平成１７年度において平均処理期間が特に長い助成金

等について重点的に短縮することとし、１件当たりの平均処理

期間を平成１４年度と比べて８％以上短縮する。 

 

 

正な職位制度の運用などを行うため以下の見直しを行い、新

しい人事・給与制度を平成１８年４月１日から実施した。 

・ 低位の等級の一部を除き、昇給間差額を従前の２分の１

から６分の１程度に圧縮した俸給表への切替え 

・ 国家公務員の地域手当を参考とした調整手当の支給地域

及び支給割合の見直し 

・ 職位を決定するための標準的な職務の見直し 

なお、人件費について、上記見直し及び職員の削減等によ

り抑制を図り、平成１７年度と比較して３ ．９％削減した。

 

 

３ 助成金等の支給 

●助成金の支給 

（１）短縮に向けた取組み内容 

   助成金等の平均処理期間（申請書の受付から支給等の決定

までの期間）の短縮に向け、以下の取組みを行った。 

① 説明会及び個別相談の実施 

    制度の趣旨・目的の一層の周知及び申請内容の適正化に

向けた制度説明会並びに個別相談において、申請の手引き

等を活用することなどにより実施した。 

   イ 説明会の実施 

・ 実施回数   ５，６０４回 

・ 参加者数 １５７，１８３人 

※ 他機関との合同説明会を含む。 

 ロ 個別相談の実施 

 ・ 実施件数 １３９，７８９件 

② 審査能力の向上 

  職員用審査マニュアル等を活用し、職員研修等を実施す

ることなどにより、助成金担当者の審査能力の向上を図っ

た。 

イ 職員研修の実施・参加 

   （イ）本部で実施 

・ 実施回数  ３回  

・ 実施内容  助成金の支給業務等について 

（ロ）施設で実施 

・ 実施回数  ８６４回 

・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間

の短縮、不正受給防止等について 

（ハ）その他 

都道府県労働局が実施した不正受給防止等に係る研

修に参加し、審査能力の向上を図った。 

③ 手続の簡素化 

イ 支給申請書等の記載項目の簡略化等 

（イ）建設雇用改善助成金（１種類） 

受給資格認定に係る申請手続きの廃止について、平

成１８年４月１日に助成金要領を改正・施行した。 

（ロ）キャリア形成支援関係助成金 

「事業内職業能力開発計画周知等確認書」及び「受
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練については、特殊法人等整理合

理化計画（平成１３年１２月１９日閣議決定。以下「整理合理

化計画」という。）に基づき、地方公共団体や民間教育訓練機

関との適切な役割分担を図り、毎年度訓練コースについて精査

し、真に高度なもののみに限定して実施し、地方公共団体や民

間教育訓練機関で実施することが可能な訓練は廃止すること。

  また、整理合理化計画に基づき、民間外部講師の一層積極的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

毎年度、訓練コースについては、地方公共団体や関係機関

等と連携をとり、地域における職業能力開発の状況を把握し

た上で、地方公共団体や民間教育訓練機関との適切な役割分

担の観点から訓練コースを精査し、見直しを図る。 

なお、訓練コースの設定に当たっては、当該地域における
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

訓練コースについては、地方公共団体や関係機関等と連携

をとり、地域の人材育成ニーズを把握するとともに、地方公

共団体や民間教育訓練機関が実施している教育訓練コースの

状況も踏まえ、訓練コースを精査し、見直しを行う。 

なお、訓練コースの設定に当たっては、人材育成ニーズを

給資格認定申請書」の記載項目の統合について、平成

１８年４月１日から施行した。（３種類） 

また、様式の記載項目の見直し（重複している項目

の削除等）について、平成１８年９月２９日に助成金

要領を改正し、同年１０月１日に施行した。（１種類）

ロ 添付書類の簡素化 

キャリア形成支援関係助成金（３種類） 

添付書類の記載項目の簡素化等（添付様式の統合、廃

止、記載項目の整理）について検討を行い、平成１８年

６月３０日及び平成１８年１０月２日に助成金要領の運

用通達を改正・施行した。 

④ その他短縮に向けた取組み 

   イ 標準処理期間の設定 

     平均処理期間が６０日以上の助成金について、施設が

短縮を図るための目安となるよう「標準処理期間」を設

定した。 

ロ 申請の手引きの作成 

     中小企業労働力確保法関係助成金（４種類）、建設雇用

改善関係助成金（５種類）、介護労働関係助成金（１種類）、

キャリア形成支援関係助成金（１種類）、技能者育成資金

（３種類）の申請の手引き等を作成し、他の手引き等と

併せて説明会等で活用した。 

  ハ 職員用審査マニュアルの作成 

助成金担当者の審査能力の向上を図るため、建設雇用

改善関係助成金（６種類）、キャリア形成支援関係助成金

（１種類）、技能者育成資金（２種類）の審査マニュアル

等について作成し、他のマニュアル等と併せて職員研修

等で活用した。 

ニ 支給申請時期の弾力的運用 

キャリア形成促進助成金について、申請者へのサービ

スの向上を図るとともに、事務処理の集中を避けるため、

年２回の支給申請月から、半期計画が終了した事業主は

随時支給申請ができるよう改正した。 

 

（２）短縮状況 

平成１８年度においては、平成１７年度の平均処理期間が

特に長い助成金等について、重点的に短縮することに取り組

んだ結果、平成１８年度の平均処理期間は２４日となり、平

成１４年度（２８日）と比較して１４．３％短縮した。 

 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練 

●在職者を対象とする訓練コースの設定 

訓練コースについては、以下により見直しを行った。 

（１）訓練コースの見直し状況 

① 見直しの仕組み 

訓練コースの設定に当たっては、地域の中小企業事業主・

事業主団体等の人材育成に関する課題についてヒアリング 
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中期目標 中期計画 

な活用を図ることとし、時代の変化に対応した効率的・効果的

な職業訓練の実施を図ること。 

  特に高度な専門的技能・知識の習得を目的とする職業訓練に

ついては、地域の能力開発ニーズ、費用対効果等を考慮の上、

集約して実施した方が効果的なものは、集約して実施する等、

効果的な職業訓練の実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 離職者を対象とする職業訓練については、整理合理化計画に

基づき、民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から、

当該地域において民間では実施できないもののみに限定して実

施することとし、また、民間教育訓練機関の育成という点も踏

まえ、国の定める職業訓練実施計画に基づき民間委託の拡大を

図り、かつ、機構の行う職業訓練についても、民間外部講師の

一層積極的な活用を図ることとし、時代の変化に対応した効率

的・効果的な職業訓練の実施を図ること。 

人材ニーズを把握した上で、真に必要とされている訓練コー

スを設定するとともに、各地域において毎年度の実施計画を、

産学官を構成員とする人材育成地域協議会において意見を聴

取する。また、訓練コースの見直しの結果をホームページに

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訓練実施体制の効率化について 

特に高度な専門的技能・知識の習得を目的とする職業訓練

については、地域の中核的な職業能力開発促進センターで集

約して行うなど、地域の能力開発ニーズ、費用対効果等を考

慮の上、訓練実施体制の効率化を図る。 

 

 

 

 

５ 離職者を対象とする訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

   公共職業能力開発施設において実施する訓練コースの設定

に当たっては、都道府県労働局や都道府県と連携して当該地

域における人材ニーズを把握するとともに、当該地域におけ

る民間教育訓練機関等が実施している教育訓練コースの状況

も踏まえながら、民間では実施できないものに限定した訓練

コースを設定するほか、既存コースの見直しを行う。また、

見直しの結果をホームページに公表する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

把握した上で、真に高度な訓練コースを設定するとともに、

実施計画について、人材育成地域協議会において意見を聴取

する。 

また、訓練コースの見直し結果をホームページに公表する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訓練実施体制の効率化について 

平成１７年度に策定した訓練実施体制の効率化に係る基本

方針に基づき、実施体制の整備に着手する。 

 

 

 

 

 

 

５ 離職者を対象とする訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

施設内訓練の訓練コースの設定に当たっては、都道府県労

働局及び都道府県職業能力開発主管課と連携を図り、事業主、

事業主団体にヒアリング調査を行うなどにより、地域におけ

る人材ニーズを把握するとともに、当該地域における民間教

育訓練機関等が実施している教育訓練コースの実施状況を踏

まえ、民間では実施できない訓練コースを設定するほか、訓

練コースの見直しを行う。 

また、訓練コースの見直し結果をホームページに公表する。

等を行い、地域の人材育成ニーズを把握し、機構が実施す

る真に高度な訓練に対応する人材育成ニーズを十分に反映

した技能・技術、知識を習得できるようにカリキュラムの

内容を精査するとともに民間教育訓練機関等の教育訓練コ

ースの実施状況を踏まえて見直しを行った。 

また、見直しを行うに当たっては、在職者訓練カリキュ

ラム等検討委員会においてカリキュラムを精査し、その精

査結果を基に、人材育成ニーズとの適合性及び地方公共団

体、民間教育訓練機関等との役割分担を踏まえ、大学その

他の学校関係者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係

者を構成員とする人材育成地域協議会等において意見を聴

取した。 

② 見直し状況 

・ 見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画）

６，６３７コース 

（廃止：５，９９７コース、内容変更：６４０コース）

※ 平成１８年度の実施コース数 ８，１４８コース 

 

（２）ホームページでの公開状況 

・ 公開日      平成１９年３月３０日 

・ 公開内容   在職者訓練設定コース見直し結果 

 

●訓練実施体制の効率化 

平成１７年度に策定した基本方針に基づき、以下のとおり訓練

実施体制の整備を行った。 

・ 職業能力開発大学校等が実施する在職者訓練を大幅に縮小

した。 

・ 在職者訓練のうち、衛星通信設備を利用して実施するもの

については廃止した。 

 

 

５ 離職者を対象とする職業訓練 

●施設内訓練の訓練コースの設定 

訓練コースについては、以下により見直しを行った。 

（１）訓練コースの見直し状況 

① 見直しの仕組み 

    訓練コースの設定に当たっては、都道府県労働局及び都

道府県職業能力開発主管課と連携を図り、職業安定機関や

事業主団体等のヒアリング等により労働市場における求

人・求職の状況、地域産業技術等の動向など地域の人材ニ

ーズを把握し、それらを十分に反映した技能・技術、知識

を習得できるようにカリキュラムの内容を精査し、民間教

育訓練機関等の教育訓練実施状況調査等を踏まえて、既存

コースの内容見直し・廃止の検討や新規コースの設定検討

を行った。 

なお、見直しを行うに当たっては、人材ニーズとの適合

性や民間教育訓練機関等との役割分担を踏まえ、大学その

他の学校関係者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練については、整理合理化計画に

基づき、民間外部講師の一層積極的な活用を図ることとし、時

代の変化に対応した効率的・効果的な職業訓練の実施を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委託訓練の実施について 

   広範な分野の人材ニーズに対応した委託訓練が機動的に設

定できるよう、専修学校・各種学校のほか、事業主、大学・

大学院、ＮＰＯ等あらゆる民間教育訓練機関への働きかけを

積極的に実施する等により、訓練委託先の開拓を行い、国の

定める職業訓練実施計画に基づいた民間委託の拡大を確実に

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練については、毎年度、訓練コー

スについて、就職率や修了生の満足度を調査する等により、社

会の人材ニーズに応えているかを精査し、見直しを図る。また、

その見直しの結果をホームページに公表する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委託訓練の実施について 

広範な分野の人材ニーズに対応した委託訓練が機動的に設

定できるよう、求職者の応募・就職が見込まれる職種を中心

とした委託先の開拓を行い、国の定める職業訓練実施計画に

基づいた民間委託の拡大を図る。その一環として、参入を希

望する民間教育訓練機関等の関係者を対象に、受託能力の向

上及び訓練内容の充実を図るため、訓練管理ノウハウの標準

モデルである「プロセス管理手法」のセミナーを実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練については、就職率や修了生の満足

度を調査する等により、社会の人材ニーズに応えているかを精査し、

訓練コースの見直しを行う。 

また、その見直しの結果をホームページに公表する。 

者を構成員とする人材育成地域協議会、職業能力開発推進

協議会において意見を聴取した。 

  ② 見直し状況 

   ・ 見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画）

２２３コース 

（廃止：１０３コース、内容変更：１２０コース） 

※ 平成１８年度の実施コース数 ５８３コース 

 

（２）ホームページでの公開状況 

  ・ 公開日   平成１９年３月３０日 

  ・ 公開内容  離職者訓練コース見直し結果 

 

●委託訓練の実施 

委託訓練について、以下により実施した。 

（１）訓練実施状況 

  ・ 国の職業訓練実施計画数 １０６，２８５人 

  ・ 平成１８年度受講者数   ９９，７３８人 

  ・ 平成１８年度コース数    ６，４９３コース 

  ※ 参考 

    平成１７年度受講者数  １０４，７２１人 

    平成１７年度コース数    ６，７３０コース 

 

（２）委託機関等 

  ・ 民間教育訓練機関      １，７４３機関 

  ・ ＮＰＯ法人            １０法人 

  ・ 大学・大学院            ４校 

  ・ 事業主等及び事業主団体     ６２９機関 

 

（３）プロセス管理手法に関するセミナーの実施 

   参入を希望する民間教育訓練機関等の関係者を対象に、受

託能力の向上及び訓練内容の充実を図るため、訓練管理ノウ

ハウの標準モデルである「プロセス管理手法」のセミナーを

実施した。 

  ・ 平成１８年度参加者数      ４１９人 

・ 平成１８年度参加機関数     ３４８機関 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練 

●学卒者を対象とする訓練科の設定 

訓練科については、以下により見直しを行った。 

（１）訓練科の見直し状況 

① 見直しの仕組み 

    訓練科については、応募倍率、修了生の就職率や満足度

の調査を実施するとともに、産業界の現状や技術動向等を

踏まえつつ、授業科目の一部見直しを行った。 

② 見直し状況 

・ 見直し訓練科数（平成１８年度→平成１９年度計画)

５２科 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 「私のしごと館」については、果たすべき役割及び事業内容

の在り方について検討を行い、自己収入の増加及び運営に係る

経費の更なる効率化を図ること。 

  また、業務・システムの最適化のため、システム構成及び調

達方式の見直しを行うことにより、システムコスト削減、シス

テム調達における透明性の確保及び業務運営の合理化を図るこ

と。このため、当該業務・システムの監査及び刷新可能性調査

を実施し、これらを踏まえ平成１９年度までに当該業務・シス

テムの最適化計画を策定し、公表すること。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 職業訓練については、時代の変化に対応した効率的・効果的

な職業訓練の実施を図るため、民間外部講師の一層積極的な活

用を図り、中期目標期間の最終年度までに、民間外部講師の活

用割合を平成１４年度と比べて１０％以上増加させる。 

 

 

 

 

 

８ 「私のしごと館」については、外部委員を含めた検討の場を

設け、果たすべき役割、事業内容の在り方、効率的な運営の在

り方等について検討を行い、それを同館の運営に反映させる。

また、自己収入の増加と運営に係る経費の更なる効率化を図る。

また、業務・システムの最適化のため、システム構成及び調

達方式の見直しを行うことにより、システムコスト削減、シス

テム調達における透明性の確保及び業務運営の合理化を図る。

このため、当該業務・システムの監査及び刷新可能性調査を実

施し、これらを踏まえ平成１９年度までに当該業務・システム

の最適化計画を策定し、公表する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

７ 民間外部講師の活用について、技術革新や社会ニーズの変化に対

応した効率的・効果的な職業訓練の実施を図ることとし、その活用

割合を平成１４年度と比べて７％以上増加させる。 

 

 

 

 

 

 

８ 「私のしごと館」において、経済界や関係行政機関代表者、

学識経験者で構成する支援協議会等を開催し、意見・提案等を

業務運営に反映させる。また、自己収入の増加と運営に係る経

費の更なる効率化を図る。 

  また、「私のしごと館」における業務・システムの監査及び

刷新可能性調査を実施する。 

※ 平成１８年度設置科数 １４７科 

 

（２）ホームページでの公開状況 

・ 公開日   平成１９年３月３０日 

  ・ 公開内容  学卒者訓練科見直し結果 

 

 

７ 民間外部講師の活用 

●民間外部講師の活用 

民間外部講師については、技術革新や社会ニーズの変化により

短期間のうちに急激に技能・技術が変貌を遂げる分野、生産現場

における先端的技術等に関する分野などにおいて活用を図り、そ

の活用割合については１７．１３％であり、平成１４年度

（１６．０％）に対して７．１％増加した。 

 

 

８ 私のしごと館の業務運営 

●業務運営への意見・提案等 

私のしごと館支援協議会等を３回開催し、意見・提案等を業務

運営に反映させた。 

（意見・提案例） 

・ イベント等による土・日の集客を図るべき。 

・ 地域に根付いた施設とするため、地域との連携を強化すべ

き。 

（反映例） 

・ 交通機関との連携により、「ゆめはんな１day チケット」を

販売した。 

・ 関西にある６５の美術館・博物館との連携により「ミュー

ジアムぐるっとパス」を販売した。 

・ 職業体験について新たな取組みを検討した結果、中高生向

きのより高度な内容の体験プログラム（プログラム２）を実

施した。 

 

●自己収入の増加と経費の効率化 

（１）自己収入の増加に向けた主な取組み 

   自己収入額は、１．４億円となった。自己収入の増加に向

けた主な取組みは以下のとおり。 

① ＰＲ活動 

イ 教育委員会や校長会等を訪問し校外学習及び修学旅行

の勧誘を実施した。 

  ・ 訪問件数    ７３８件 

 ロ 中・高校等の教員等に対する下見の勧奨 

  ・ 下見件数  １，３８３件 

    ・ 下見人数  ４，８９５人 

② 体験メニューの充実 

成長に応じたレベルや利用者の個人のレベルに応じた体

験を提供するため、中高生向きのより高度な内容の体験プ

ログラム（プログラム２）を実施した。 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

通則法第２９条第２項第３号の国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実について 

  適正な業務の推進に資するため、業績評価を行い、業務運営

に反映すること。さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容

の充実を図る観点から、業績評価の結果や機構の業務の内容に

ついて、ホームページ等において、積極的かつ分かりやすく公

表すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実について 

適正な業務の推進に資するため業績評価を行い、その結果を

受け業務の見直しを行う。さらに、業務内容の透明性を高め、

業務内容の充実を図る観点から、業績評価の結果や機構の業務

の内容について、ホームページ等において、積極的かつ分かり

やすく公表する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

 

 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実について 

適正な業務の推進に資するため、機構が実施する業務につい

て業績評価を行い、その結果を業務運営に反映する。 

また、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホーム

ページ等において、積極的、かつ分かりやすく公表する。 

③ イベントの開催 

これまでの取組みに加え、先端技術の紹介・体験のイベ

ントなど年間を通じて積極的に開催した。 

 

□ 自己収入額  平成１７年度 １．１億円 

           平成１８年度 １．４億円 

 

（２）経費の効率化の取組み 

   経費の効率化について以下の取組みを行った。 

・ 館内警備業務及び館内清掃業務について、仕様の精査に

より経費を節減。 

・ 日常運転監視及び日常点検業務について、常駐者の数を

減らし経費を節減。 

・ 広報の考え方を見直し、駅看板及びロードサインの一部

を撤去し、広報誌「私のしごと館通信（ぴいぷる）」の定期

発行及びホームページ掲載等を実施。 

 

□ 経費  平成１７年度  １４．９億円 

        平成１８年度  １３．２億円 

 

●業務・システムの最適化 

「私のしごと館」における業務・システムについて、リスクに

対するコントロールがリスクアセスメントに基づいて適切に整備・

運用されているかを検証又は評価することを目的とした監査を実

施し、かつ業務システムにおける効率性、合理性の分析、費用算

定方法等の妥当性の分析、安全性、信頼性の確保及び業務・シス

テム刷新等の方向性に係る刷新可能性調査を実施した。 

 

●アクションプランの策定 

 厚生労働省において、平成１９年度から３年間を改革期間とす

る改革推進計画が策定され、機構においても、今後の運営全般に

係る実施目標、収支改善目標とその目標達成のため講じる具体的

措置等を内容とする改革実行計画（アクションプラン）を平成

１９年３月に策定した。 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実 

●業績評価の実施等 

（１）業績評価の実施 

適正な業務の推進に資するため、各事業について、年度開

始前に運営方針を策定し、各施設に提示するとともに、施設

ごとの目標の設定を行い、事業の内容に応じた実績把握時期

を定め、定期的に実績を把握し、進捗管理を行い、その最終
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中期目標 中期計画 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 的な実績について理事会において評価を行った。 

  なお、評価について、学識経験者その他の有識者１３名の

委員からなる「独立行政法人雇用・能力開発機構運営協議会」

から意見を聴取した。 

 

（２）業務の見直し 

   平成１７年度の業績評価結果について、業務運営に反映す

る観点から、本部職員からなる業績評価・業務改善に係る検

討会において改善方策等について検討を行った。その検討結

果等を踏まえ、平成１７年度の業績評価結果における厚生労

働省独立行政法人評価委員会からの指摘に対し、アンケート

調査における意見等を分析し、適切に業務改善に反映させる

ための取組み等を行った。また、政策目標と合致しているか

の視点を踏まえ、平成１７年度に引き続き次の①から⑥まで

の事業について、業務改善に資するため、事業効果に係る調

査を実施した。 

  ① 雇用管理研究会・雇用管理講習会、雇用管理研修、新規・

成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナー 

    研究会等受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等の

把握 

  ② キャリア・コンサルティング 

    相談終了後に感じた意識の変化、就職活動・能力開発等

への取組み等の把握 

  ③ ヤングジョブスポット 

    利用開始後に感じた意識の変化、就職活動等への取組み

等の把握 

  ④ 私のしごと館 

    利用した中高生の、将来の就職に向けた意識・行動の変

化の度合の把握及び利用した失業者の、就職に向けた行動

の変化の度合の把握 

  ⑤ 中小企業人材確保推進事業助成金 

    助成金の支給を受けた事業協同組合等の構成中小企業者

の雇用管理改善効果の把握 

  ⑥ キャリア形成促進助成金 

    助成金を利用した事業主の従業員に対する当該訓練の効

果等の把握 

 

（３）業績評価結果の公開 

   平成１７年度の業績評価の結果については、平成１８年８

月にホームページ等において公開した。また、中期目標期間

の業務実績の暫定評価結果については、平成１８年１２月に

ホームページ等において公開した。 

 

●業務内容の公開 

機構の業務の内容について、利用者にとって身近な情報の充実

や分かりやすさを考慮したホームページ等の作成を行い、情報の

提供に努めた。 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 雇用開発業務について 

  就職資金の貸付け、中小企業事業主等に対して行う雇用管理

の改善に関する相談その他の援助、建設業事業主等に対して行

う雇用管理の改善等に関する相談その他の援助、沖縄県におけ

る離職者等に対する援助、介護労働者の福祉の増進を図るため

の債務保証等については、事業主等のニーズに応えた効果的な

実施を目指し、下記事項のとおり実施すること。 

（１）相談等業務について 

① 利用対象者に対し周知し、相談件数の増大を図ること。

また、相談者等の要望に的確に応えた相談を行い、相談終

了時にアンケート調査を実施し、８０％以上の者から役立

った旨の評価が得られるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 雇用開発業務について 

（１）相談等業務について 

① 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

相談等について 

    中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

相談等については、下記のとおり実施する。 

（イ）相談について 

    （ⅰ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関

する相談の業務については、ホームページ及びパンフ

レットを通じて周知すること、また、インターネット

による相談を受け付け、よくある質問については回答

をホームページで公開することなどにより、中期目標

期間の最終年度までに、相談件数を平成１４年度の実

績と比べて１０％以上増加させる。 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や企業等の雇用管理の改善等についての好

事例等の情報を積極的に収集・整理し、その積極的な

活用を図るなどにより、相談終了時にアンケート調査
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 雇用開発業務について 

（１）相談等業務について 

① 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

相談等について 

（イ）相談について 

（ⅰ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関

する相談業務については、ホームページやパンフレッ

トを通じて周知するほか、雇用管理相談等をインター

ネットを通じて受け付けるなどにより、相談件数を平

成１４年度の実績と比べて１０％（７２，０００件）

以上の増加に努める。 

また、よくある質問については、回答をホームペー

ジで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や企業等の雇用管理改善の好事例等を相談

に積極的に活用することにより相談内容の充実を図り、

相談終了時にアンケート調査を実施し、８０％以上の

（１）利用者にとって分かりやすさを考慮したホームページ等の

作成 

① 利用者の利便性を考慮したホームページの作成 

イ 日本版デュアルシステム携帯サイト等に係るＱＲコー

ドの設置 

若年者にとっての代表的な情報収集ツールである携帯

電話から、手軽に日本版デュアルシステムやヤングジョ

ブスポットの情報が得られるよう、ホームページ上にＱ

Ｒコードを設置した。 

   ロ 技能者育成資金借受者の住所変更ページの設置 

技能者育成資金借受者が住所変更をホームページ上で

行えるようにした。 

② 雇用・能力開発機構総合パンフレットの作成 

機構事業について、情報を知りたい人が理解しやすいよ

うに、総合パンフレットの改訂版を作成した。 

 

（２）利用者にとって身近な情報の充実 

   ホームページ上に設置した利用者の声を紹介する「町かど

の機構」コーナーの内容に、施設内で行う離職者訓練を受講

して再就職を果たした修了生の企業での活躍や、「日本版デュ

アルシステム」の職業訓練を受講して実習先事業所に採用さ

れた修了生の企業での活躍などを加え、身近な情報として発

信した。 

 

 

２ 雇用開発業務 

●中小企業事業主等に対する雇用管理改善に関する相談業務等 

（１）相談業務の実施等 

① 相談業務の周知・実施 

    中小企業事業主に対して行う雇用管理の改善に関する相

談業務については、相談件数の増加及び内容の充実を図る

ため以下の取組みを行い、相談件数は８３，０２８件とな

り、平成１４年度と比較して２８．３％増加した。 

（取組内容） 

・ ホームページ及び各種広報用パンフレットの中で相談

業務を周知した。 

・ 相談については、来所や個別企業を訪問すること等に

より行うほか、インターネットを通じて、質問を受け付

け、よくある質問については見直しを行い、回答をＱ＆

Ａとしてホームページで公開した。 

・ 雇用情勢の改善の動きが弱い７道県に、創業支援コー

ナーを設け、相談等業務の強化を図った。 

・ 起業・新分野展開支援センターで活用している「創業

手帳」を全国の都道府県センターに配布し、相談業務の

充実を図った。 

② アンケート調査の実施 

イ 相談内容の充実 

相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集することな
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② また、講習・研修等の実施についても、終了時にアンケー

ト調査を実施し、８０％以上の者から必要な知識等の習得に

役立った旨の評価が得られるようにすること。 

を実施し、８０％以上の者から雇用管理の改善を進め

る上で役立った旨の評価が得られるようサービスの質

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

（ロ）講習・セミナー等について 

（ⅰ）中小企業等の雇用管理の改善を図るための研究会・

講習会などの援助を実施し、事業終了時にアンケート

調査を実施し、８０％以上の者から雇用管理の改善を

進める上で役に立った旨の評価が得られるようサービ

スの質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）中小企業等に対して労働力の確保及び良好な雇用の

機会の創出のために、関係機関と連携を図り、効果的

な情報の収集・提供を行うとともに、セミナー等を実

施し、終了時にアンケート調査を実施し、８０％以上

の者から役に立った旨の評価が得られるようサービス

の質の向上を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

者から、雇用管理の改善を進める上で役立った旨の評

価が得られるよう質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）講習・セミナー等について 

（ⅰ）中小企業等の雇用管理の改善を図るため、地域等の

実情に応じたテーマによる研究会・講習会等を実施す

る。研究会等の終了時にアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から雇用管理の改善を進める上で役立

った旨の評価が得られるよう研究会等の内容の充実に

努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）中小企業等における労働力の確保及び良好な雇用機

会の創出のために、地域の実情に応じたテーマによる

セミナーを実施する。セミナー終了時にアンケート調

査を実施し、８０％以上の者から役に立った旨の評価

が得られるようセミナーの充実に努める。 

どにより、相談内容の充実を図った。 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９７．４％の者から雇用管

理の改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば

役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６８．８％ 

「どちらかといえば役に立った」２８．６％ 

（有効回答者数 ８，５３１人） 

 

（２）講習会・セミナー等の実施 

中小企業等における雇用管理の改善等を図るため、以下の

とおり講習会・セミナー等を開催した。 

① 雇用管理研究会・講習会 

イ 研究会・講習会の実施 

中小企業等における雇用管理の改善を図るために、地

域等の実情に応じたテーマによる研究会・講習会を

６０１回開催し、１９，８６０人が受講した。 

（テーマ例） 

〔研究会〕 

・ 中小企業のよりよい人材確保と雇用環境の改善 

・ 職場活性化のためのコミュニケーション力向上 

〔講習会〕 

・ 組織の元気の源！若手人材、部下のモチベーション

マネジメント 

・ これからの情報サービス業を支える人材の活性化と

管理 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９７．２％の者から雇用管

理の改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば

役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６３．８％ 

「どちらかといえば役に立った」３３．４％ 

（有効回答者数 １５，１３６人） 

ハ フォローアップ調査の実施 

雇用管理研究会・講習会受講後の雇用管理改善等の必

要性の認識度等を把握するため、研究会等受講後概ね３

ヶ月経過した時点で事業効果に係るフォローアップ調査

（サンプル調査）を実施し、７０．０％の者から雇用管

理の必要性を再認識し、雇用管理の改善に取り組んでい

る、あるいは取り組む予定である旨の回答を得た。 

（有効回答者数７５７人） 

② 新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナー

イ セミナーの実施 

新規・成長分野企業等（創業を目指す段階を含む）に

おける労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のために、

地域の実情に応じたテーマによるセミナーを３８１回開

催し、１３，０２８人が受講した。 
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中期目標 中期計画 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 （テーマ例） 

・ 成長する企業の人事・労務管理 

・ 知っておきたい労働基準法の基礎 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９６．１％の者から雇用管

理の改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば

役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６４．５％ 

「どちらかといえば役に立った」３１．６％ 

（有効回答者数 ９，７７８人） 

ハ フォローアップ調査の実施 

新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナ

ー受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等を把握す

るため、セミナー受講後概ね３ヶ月経過した時点で事業

効果に係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実施

し、５９．６％の者から雇用管理の必要性を再認識し、

雇用管理の改善に取り組んでいる、あるいは取り組む予

定である旨の回答を得た。 

（有効回答者数 ２０３人） 

③ 中小企業雇用創出普及啓発セミナー 

イ セミナーの実施 

ベンチャー企業等の中小企業における新たな雇用機会

の創出を図るため、必要となる雇用管理改善等の取組み

を検討・整理し、その成果を普及啓発するためのセミナ

ーを６０回開催し、２，９５８人が受講した。 

（テーマ例） 

・ 小さな会社の人材育成術 

・ 経営改善・経営革新を成功させる５つの秘訣 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９６．６％の者から「役に

立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を得

た。 

※「役に立った」        ６７．４％ 

「どちらかといえば役に立った」２９．２％ 

（有効回答者数 ２，０４０人） 

④ 他の機関との連携による人材確保・雇用管理等に関する

業務 

イ 出会いの場の開催 

・ 新規・成長分野企業等に対する人材面、雇用管理面、

経営面等からの支援を行うため、都道府県労働局等関

係機関と連携し、その経営者や新規・成長分野企業等

への就業に関心のある求職者等を対象として、求人情

報や雇用管理等の各種支援制度の情報提供を行うとと

もに、人材のマッチングを行う「出会いの場」を６９

回開催し、６,４２９社、７７,０２８人が参加した。

・ 人材マッチング参加企業と求職者を対象としたアン

ケート調査において、８８．３％の参加企業、

９１.１％の求職者から「役に立った」旨の評価を得た。
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中期目標 中期計画 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相

談等について 

    建設業労働者の雇用の改善のための建設業事業主等に対

する相談、研修の実施等については、下記のとおり実施す

る。 

  （イ）相談等について 

（ⅰ）建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関す

る相談等の業務については、ホームページ及びパンフ

レットを通じて周知すること。また、インターネット

による相談を受け付け、よくある質問については回答

をホームページで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や建設業事業主等の雇用管理の改善につい

ての好事例等の情報を積極的に収集・整理し、その積

極的な活用を図るなどにより、相談終了時にアンケー

ト調査を実施し、８０％以上の者から雇用管理の改善

を進める上で役立った旨の評価が得られるようサービ

スの質の向上を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相

談等について 

（イ) 相談について 

（ⅰ）建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関す

る相談及び啓発業務については、ホームページやパン

フレットを通じて周知する。 

また、建設業事業主等の雇用管理の改善に係る普及

啓発事業を実施する。 

なお、雇用管理の改善等に関する相談をインターネ

ットを通じて受け付けるとともに、よくある質問につ

いては、回答をホームページで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や建設業事業主等の雇用管理改善の好事例

等を相談に積極的に活用することにより相談内容の充

実を図り、相談終了時にアンケート調査を実施し、

８０％以上の建設業事業主等から雇用管理の改善を進

める上で役に立った旨の評価が得られるよう質の向上

を図る。 

（参加企業：有効回答社数  ５,３６３社、 

求職者：有効回答者数 １３,１６７人） 

 

ロ ベンチャー企業等支援制度ガイドブックの作成 

新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナ

ーや出会いの場等を効果的に行うため、各都道府県セン

ターでは、都道府県、都道府県労働局、政府系金融機関

等の関係機関により構成される支援ネットワークを形成

し、各機関の事業計画や支援制度等の情報交換を行うた

めの会議を１００回開催した。 

また、各関係機関の支援策を取りまとめたガイドブッ

クを作成し、支援ネットワークの各関係機関のほか地域

の商工会、地域中小企業支援センター及び各市町村等へ

配布した。 

 

●建設業事業主等に対する雇用管理の改善に関する相談・啓発活

動 

（１）相談業務等の実施 

 ① 相談業務の周知・実施 

    建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相

談業務については、相談内容の充実等を図るため以下の取

組みを行い、５８，０４５件の相談を実施した。 

   （取組内容） 

・ ホームページにより周知を図るとともに、「建設労働者

の雇用の改善のために」等各種パンフレットを作成し、

都道府県センター、建設業事業主団体等を通じて配布し

相談業務等を周知した。 

・ 相談については、来所や個別企業を訪問すること等に

より行うほか、インターネットを通じて質問を受け付け、

よくある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホームペ

ージで公開した。 

② 普及啓発業務の実施 

建設雇用改善推進月間（１１月）に建設事業主等の雇用

管理の改善に係る普及啓発を目的に、「建設業に働く若者

からのメッセージ」の募集、全国大会として「建設雇用改

善推進の集い」、地方大会として各都道府県において「建

設雇用改善推進大会」を開催した。 

③ アンケート調査の実施 

   イ 相談内容の充実 

相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し、適宜相

談に活用することにより相談内容の充実を図った。 

   ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９６．６％の建設業事業主

等から雇用管理の改善を進める上で「役に立った」「どち

らかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６６．８％ 

「どちらかといえば役に立った」２９．８％ 

（有効回答者数 ３，２１１人） 
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中期目標 中期計画 

  

（ロ）雇用管理研修について 

     建設業事業主等に対して雇用管理に関する必要な知識

等を習得させ、建設業労働者の雇用の改善を図るための

雇用管理研修を実施し、終了時にアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から雇用管理の改善を進める上で役

立った旨の評価が得られるようサービスの質の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 沖縄県における離職者等に対する援助業務について 

沖縄県における離職者等に対する就職相談、免許・資格

取得相談、生活相談などの再就職の支援を図るための援助

業務については、公共職業安定所との連携の下、下記のと

おり実施する。 

沖縄県における離職者を対象に就職のための相談に応じ、

これらの問題の解決を図るとともに、沖縄県からの就職者

の多い大都市（東京、愛知、大阪）に相談員を配し、関係

機関と密接な連携を図りつつ、生活指導、職場適応指導等

を実施する。 

また、利用者に対するアンケート調査を実施し、８０％

以上の者から就職活動を進める上で役立った旨の評価が得

られるようサービスの質の向上を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

（ロ）雇用管理研修について 

建設業事業主等に対して、関係機関と情報交換を行い

つつ、ニーズに応じた雇用管理の改善に必要な知識を習

得する雇用管理研修を実施する。研修終了時にアンケー

ト調査を実施し、８０％以上の者から雇用管理の改善を

進める上で役立った旨の評価が得られるよう研修の充実

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 沖縄県における離職者等に対する援護業務について 

沖縄県における離職者を対象に就職のための相談に応じ、

これらの問題の解決を図るとともに、沖縄県からの就職者

の多い大都市（東京、愛知、大阪）において、関係機関と

密接な連携を図りつつ、生活指導、職場適応指導等を利用

者の立場に立って実施する。 

また、利用者に対するアンケート調査の実施については、

利用者の相談内容を踏まえ、８０％以上の者から就職活動

を進める上で役立った旨の評価が得られるようサービスの

向上を図る。 

 

（２）雇用管理研修の実施 

① 雇用管理研修の実施 

建設業事業主等に対して、都道府県、各都道府県労働局

等の関係機関や建設事業主等の関係団体と建設雇用改善推

進会議を実施する等して情報交換を行いつつ、ニーズに応

じた雇用管理改善に関するテーマによる雇用管理研修を

２０６回開催し、７，７５１人が受講した。 

なお、建設業における雇用管理改善の一層の推進を図る

ため、雇用管理研修を修了した者に対して、冊子「われら

雇用管理責任者」を配布した。 

（テーマ例） 

   ・ 雇用管理の体制づくり 

   ・ 雇用管理責任者の職務 

   ・ 職場の教育のあり方 

   ・ 労働時間の管理 

   ・ 賃金台帳の作り方 

   ・ 建設業退職金共済制度の概要 

  ② アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９８．１％の者から雇用管理

の改善を進める上で、「役に立った」「どちらかといえば役

に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ５９．６％ 

「どちらかといえば役に立った」３８．５％ 

（有効回答者数 ７，２５１人） 

③ フォローアップ調査の実施 

    雇用管理研修受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度

等を把握するため、研修受講後概ね３ヶ月経過した時点で

事業効果に係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実

施し、６３．８％の者から雇用管理の必要性を再認識し、

雇用管理の改善に取り組んでいる、あるいは取り組む予定

である旨の回答を得た。 

（有効回答者数 ２９０人） 

 

●沖縄県における離職者等に対する援助業務の実施 

沖縄県における離職者等に対する援助業務等については、沖縄

県内における就職のための相談や、沖縄県からの就職者の多い大

都市（東京、愛知、大阪）に配置した相談員により１，２３９件

の相談を実施し、アンケート調査において、９９．８％の者から

就職活動等を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立

った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ９６．３％ 

「どちらかといえば役に立った」 ３．５％ 

（有効回答者数 ４８２人） 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制度内容、利

用条件、相談･受付窓口等を公開し、申請者の利便を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 説明会や相談業務を通じて、制度の趣旨等を申請者に対

し十分に周知することにより､申請者の利便を図るととも

に申請内容の適正化や不正受給の防止を図ること。なお、

説明会については､終了時にアンケート調査を実施し、内

容を理解した旨の評価を８０％以上得られるようにするこ

と｡ 

④  その他 

事業主、求職者に対する総合的な相談、技術的な援助等

を行う職員に対して研修等を実施し、より専門的資質を高

めるとともに、雇用管理相談等を通じて蓄積したノウハウ

を活用することにより、サービスの質の向上を図る。 

 

 

 

 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① 助成金の支給業務について 

    中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

助成金、建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に

関する助成金及び介護労働者の福祉の増進を図るための助

成金の支給業務については、以下の点に特に留意して適正

に実施する。 

（イ）制度の周知等について 

（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の

視点に立ったわかりやすい表現で、ホームページ及び

パンフレットに掲載し、周知するとともに、インター

ネットを通じた質問を受け付け、よくある質問につい

ては回答をホームページに公開するなど積極的に利用

者の利便の向上と情報提供に努める。さらに、支給金

額、利用条件等の制度内容に変更があった場合は当該

変更が確定した日から、７日以内にホームページ等で

公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）パンフレットや申込みに係る手引等を作成し、都道

府県センターや公共職業安定所等関係機関において配

布する。また、説明会や相談業務を通じて制度の趣旨、

内容、申請手続等を利用者に対して十分に説明するこ

となどにより、利用者の利便を図るとともに、関係機

関との連絡会議等を開催し情報を共有することにより、

申請内容の適正化や不正受給の防止等を図る。 

 

（ⅲ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関

する助成金及び建設業事業主等に対して行う雇用管理
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

④ その他 

事業主、求職者等に対する総合的な相談、技術的な援助

等を行う職員に対して、施設におけるケーススタディや統

一的なノウハウを付与する等、職員の資質を高めるための

研修を実施する。 

 

 

 

 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① 助成金の支給業務について 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

助成金、建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に

関する助成金及び介護労働者の福祉の増進を図るための助

成金の支給業務については、申請者の利便や申請内容の適

正化、不正受給の防止を図るため、以下の措置を講ずる。

（イ）制度の周知等について 

（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の

視点に立った分かりやすい表現でホームページやパン

フレット等により周知するとともに、質問をインター

ネットを通じて受け付け、よくある質問については、

回答をホームページで公開する。 

また、支給金額、利用条件等制度内容に変更があっ

た場合は、当該変更が確定した日から７日以内にホー

ムページで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）助成金ごとの必要性に応じてパンフレットや申請書

の記載例、申請に係る手引き等を作成し、都道府県セ

ンターや公共職業安定所、事業主の団体等において配

布するとともに、説明や相談業務を通じて制度の趣旨、

内容、申請手続及び不正受給の防止に関し利用者に対

して十分説明する。 

また、関係機関との連絡会議等を必要に応じて開催

し、情報の共有化を図る。 

（ⅲ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関

する助成金及び建設業事業主等に対して行う雇用管理

●職員研修 

 事業主、求職者等に対する総合的な相談業務を行う職員に対し

て、施設における相談事例を教材としてケーススタディなど、職

員の資質を高めるための研修を実施した。 

・ 実施回数  １１２回 

・ 実施内容  ・相談援助内容の充実とフォローアップ 

         ・起業家相談業務推進 

         ・雇用管理にかかる疑問解消Ｑ＆Ａ 

 

●助成金の支給 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助成金、

建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する助成金及

び介護労働者の福祉の増進を図るための助成金の支給業務につい

ては、申請者の利便や申請内容の適正化、不正受給防止を図るた

め、以下の措置を講じた。 

（１）制度の周知・説明 

制度の趣旨、内容、申請手続について、次により利用者に

対して周知・説明した。 

① ホームページでの周知 

イ 活用事例の公開 

助成金制度をより分かりやすく、また利用しやすくす

るため、ホームページにおいて、制度内容の紹介に加え

て活用事例を公開した。 

ロ よくある質問 

来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通

じて質問を受け付け、よくある質問については見直しを

行い、回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

ハ 制度内容変更 

  ・ 中小企業労働力確保法関係助成金 

    中小企業事業主に対して行う雇用管理の改善に関す

る助成金については、平成１８年４月３日付けの改正

について、同日ホームページで公開した。 

  ・ 建設雇用改善助成金 

建設事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関す

る助成金については、平成１８年４月３日付けの改正

について、同年４月７日にホームページで公開した。

（その他の助成金については、制度内容の変更がなか

ったこと。） 

② パンフレット等の配布による周知 

パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引

き等を都道府県、事業主団体等を通じて中小企業の事業主

等へ配布、周知した。 

③ 関係機関との連携 

広報や相談等の連携等についての情報交換や意見交換な

ど都道府県労働局等関係機関との連絡会議を３３７回開催

し、情報の共有化を図った。 

④ 説明会及び個別相談の実施 

・ 説明会開催回数   ２，８４４回 



 29 

中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 申請に係る諸手続の合理化を進めることにより､申請者

の手続面での負担の軽減を図ること。 

 

 

 

④ 職員研修等による担当者の審査能力の向上、実地調査の

実施等により、不正受給の防止に努めること。 

の改善等に関する助成金について、説明会を積極的に

開催するとともに、終了時にアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から、助成金の制度の理解に役立った

旨の評価が得られるようサービスの質の向上を図る。

 

 

 

 

 

（ⅳ）重点的に周知・広報を行うべきと認められる助成金

については、予算の範囲内で、新聞、一般誌の広告等

を活用して周知を図る。 

 

 

（ロ）手続等について 

（ⅰ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請書の記載

項目の簡略化、添付書類の簡素化等による事務手続の

合理化を進めることにより、申請者の手続面での負担

の軽減を図る。 

（ⅱ）職員研修を強化し、審査能力の向上を図り、助成金

の不正受給の更なる防止を図るとともに、助成金の不

正受給防止対策として可能な限り直接事業所を訪問す

るなどし、支給要件と実際に合致しているか等の確認

を行う。疑義のあるものについては、すべて直接事業

所を訪問することとする。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

の改善等に関する助成金については、パンフレット等

を活用して制度の趣旨、目的、申請手続及び不正受給

の防止に係る説明会を積極的に開催するとともに、説

明会参加者に対してアンケート調査を実施し、８０％

以上の者から助成金制度や手続の理解に役立ったとの

評価を得る。 

 

 

 

（ⅳ）重点的に周知・広報を行う必要があると認められる

助成金については、予算の範囲内で、新聞、一般誌等

による広告を必要に応じて行う。 

 

 

（ロ）手続等について  

（ⅰ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、助成金の種類

ごとに申請書の記載項目の簡略化や添付書類の簡素化

などによる事務手続の合理化を進めることにより、申

請者の手続面での負担の軽減を図る。 

（ⅱ）職員用審査マニュアル等を活用し、施設ごとの研修

等を実施し、担当者の審査能力の向上を図るとともに、

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を

配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するな

どにより、不正受給の防止を強化する。 

 

 

 

（ⅲ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関

する助成金、建設業事業主等に対して行う雇用管理の

改善等に関する助成金については、可能な限り直接事

業所訪問するなどして支給要件と合致しているかの確

認を行い、疑義のあるものについては、すべて直接事

業所を訪問し確認する。 

・ 説明会参加者数  ７７，１７４人 

・ 個別相談の件数  ７７，７９９件 

⑤ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９１．７％の者から説明内容

が「理解できた」「どちらかといえば理解できた」旨の評価

を得た。 

※「理解できた」        ３９．０％ 

「どちらかといえば理解できた」５２．７％ 

（有効回答者数 ２１，４５０人） 

⑥ 雑誌等への広告掲載 

中小企業基盤人材確保助成金について、創業支援に係る

情報誌に広報掲載（１年間）を行うとともに、各都道府県

において地方新聞等の活用による広報を行った。 

 

（２）手続の簡素化等 

建設教育訓練助成金（第２種通信教育訓練）の受給資格認

定に係る申請手続きの廃止について、平成１８年４月１日に

要領を改正・施行した。 

 

（３）審査能力の向上 

助成金担当者の審査能力の向上を図るため審査マニュアル

等を活用し、職員研修等を実施した。 

（実施状況） 

・ 実施回数  ５６８回 

・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間の短縮、

不正受給防止等について 

 

（４）不正受給の防止 

  ① 事業所訪問の実施 

支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接

事業所訪問を行い、疑義のあるものについては、すべて直

接事業所を訪問し確認した。 

事業所訪問数    ３，１５５件 

   （内 疑義事業所訪問数 ２１７件） 

 ② 都道府県労働局と連携の強化 

   雇用保険３事業助成金に関して、中小企業労働力確保法

関係助成金に加えて、平成１８年１２月から建設雇用改善

助成金について都道府県労働局と雇用保険関係データの照

会（ＯＣＲ照会）を行い、不正受給防止の強化を図った。

③ 不正受給防止体制の強化 

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配

置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点

検を行うとともに、本部監察役等による都道府県センター

に対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対

する研修（平成１８年４月）を実施すること等により、不

正受給防止の強化を図った。 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等の連携について 

   職業訓練の実施に当たっては、都道府県労働局、都道府県、

事業主団体、教育機関等と十分に連携を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 就職資金貸付等について 

（イ）制度の周知等について 

（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の

視点に立ったわかりやすい表現で、ホームページ及び

パンフレットに掲載し、周知するとともに、インター

ネットを通じた質問を受け付け、よくある質問につい

ては回答をホームページに公開するなど積極的に利用

者の利便の向上及び情報提供に努める。さらに、利用

条件等の制度内容に変更があった場合は当該変更が確

定した日から、７日以内にホームページ等で公開する。

（ⅱ）パンフレットや申込みに係る手引等を作成し、都道

府県センターにおいて配布するとともに、職業安定機

関その他の関係機関における配布など連携を図る。 

（ロ）手続について 

申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請書の記載項

目の簡略化、添付書類の簡素化等による事務手続の合理

化を進めることにより、申請者の手続面での負担の軽減

を図る。 

 

 

３ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等の連携について 

職業訓練の実施に当たっては、都道府県労働局、都道府県、

事業主団体、教育機関等幅広い関係機関と柔軟かつ十分な連

携を図り、人材育成地域協議会、就職促進能力開発協議会等

を活用するなど、定期的に連絡会議を開催し、真に地域の人

材ニーズに応じた、かつ効果的な職業訓練を実施する。 

特に、地域の産業動向を踏まえた人材ニーズを把握するた

め、都道府県商工担当部や地域の事業主団体等と連携を密に

する。また都道府県職業能力開発行政との連携を強めるため、

新たに開発した訓練コースやキャリア・コンサルティング手

法などのノウハウの情報提供及び都道府県の職業訓練指導員

の再訓練を実施する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 就職資金貸付及び介護労働者の福祉の増進を図る認定事

業主等に対する債務保証について 

（イ）利用者の視点に立った分かりやすい表現で、ホームペ

ージやパンフレットにより当該制度の周知に努めるとと

もに、質問をインターネットを通じて受け付け、よくあ

る質問については、回答をホームページで公開する。 

また、制度内容に変更等があった場合は、当該変更が

確定した日から７日以内にホームページで公開する。 

 

 

（ロ）貸付金等申し込みに係る記入例を職業安定機関、その

他の関係機関において配布するとともに、連絡会議の開

催等を通じ、当該制度の周知に努める。 

（ハ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請書の記載項

目の簡略化や添付書類の簡素化などによる事務手続の合

理化を進めることにより、申請者の手続面での負担の軽

減を図る。 

 

 

 

３ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等の連携について 

人材育成地域協議会や就職促進能力開発協議会等を定期的

に開催又は活用して幅広い関係機関と柔軟かつ十分な連携を

図り、真に地域の人材ニーズに応じた職業訓練を実施する。

特に、地域の産業動向を踏まえた人材ニーズを把握するた

め、地域の各種会議等あらゆる機会を活用して、都道府県商

工担当部や地域の事業主団体等と連携を密にする。 

また、都道府県職業能力開発行政との連携を強めるため、

新たに開発した訓練コースや事業主の人材育成能力の強化等

に関する情報提供及び都道府県の職業訓練指導員の再訓練を

実施する。 

 

 

 

（５）フォローアップ調査の実施 

中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けた事業協同

組合等を通じ、その構成中小企業者に対し、調査（サンプル

調査）を実施した結果、８０.０％の者から、雇用管理改善事

業実施前と比較して雇用管理の改善が図られたとの回答を得

た。 

（有効回答社数 ６，８７４社） 

 

●就職資金貸付及び介護労働者の福祉の増進を図る認定事業主等

に対する債務保証 

制度の趣旨、内容、申請手続について、次により利用者に対し

て周知・説明した。 

① ホームページでの公開  

イ 来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通

じて質問を受け付け、よくある質問については、回答を

Ｑ＆Ａとしてホームページで公開した。 

ロ 平成１８年度は、制度内容の変更はなかったこと。 

 

② パンフレット等の配布 

パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引

き等を職業安定機関等を通じて利用者に配布した。 

   また、就職資金貸付については、道県等と情報を共有化

するなど連携を図り、周知等を行った。 

 

 

 

 

 

３ 職業能力開発業務 

●関係機関等の連携 

職業能力開発業務の実施に当たり、以下により都道府県労働局

等の関係機関等との連携を図った。 

（１）会議等の実施 

  ① 人材育成地域協議会の開催（４７都道府県で延べ９４回

開催） 

    地域の教育訓練資源を効果的に活用し、地域における教

育訓練を実践的に推進していくため、地域の人材ニーズ・

訓練ニーズに基づき、次の事項を中心に協議・検討を行っ

た。 

   ・ 多様な職業訓練機会の整備に関する事項 

・ 若年者のキャリア形成支援に関する事項 

② 就職促進能力開発協議会の開催（４７都道府県で延べ

１０３回開催） 

求職者の就職促進に向けた職業能力開発等に係る対策の

円滑な実施を図るため、地域の労働市場の動向や人材ニー

ズを踏まえた訓練コースの設定、訓練受講者及び修了者に

対する情報提供・就職支援の体制に係る連携・協力のあり

方等について協議した。 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業能力開発を実施するための人材ニーズの把握

について 

   効果的な職業訓練を実施するため、各地域ごとに、人材ニ

ーズの把握を徹底し、把握したニーズに基づき、適切な訓練

カリキュラムを設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業能力開発を実施するための人材ニーズの把握

について 

① 各地域ごとに、事業主団体、都道府県、公共職業安定所

等関係機関から意見を聴くとともに、労働者派遣事業所、

民間職業紹介事業所、個別企業等を訪問し、ヒアリング調

査を行い、毎年度、その結果をもとに訓練カリキュラムの

設定を行う。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業能力開発を実施するための人材ニーズの把握

について 

① 各施設においては、関係機関等から産業・業界情報及び

求人・求職情報等を把握するとともに、労働者派遣事業所、

民間職業紹介事業所、個別企業、事業主団体等を訪問して

ヒアリング調査を行うなどにより、地域の人材ニーズを把

握する。 

また、地域における教育訓練施設の訓練実施状況等を踏

まえ、訓練コースの訓練カリキュラムの見直し及び精査を

行い、地域の人材ニーズに対応した訓練カリキュラムの設

定を行う。 

 

③ その他各種会議の開催・活用による連携 

  地域の人材ニーズ等を把握するため、職業能力開発推進

協議会の開催や都道府県及び都道府県労働局等が主催する

各種連絡会議への出席などにより連携を密にした。 

 

（２）訓練コース等の情報提供 

  ① カリキュラムモデルの公開 

機構が新たに開発した離職者訓練カリキュラムモデル（１

コース）、在職者訓練カリキュラムモデル（１４コース）を

職業能力開発総合大学校のホームページで公開した。 

② 都道府県等への情報提供 

・ 職業訓練の実施に資する調査・研究報告書を都道府県

職業能力開発主管課、民間教育訓練機関等へ配布した。

・ ホワイトカラーの能力開発に関する調査・研究報告書

の概要を都道府県職業能力開発主管課、民間教育訓練機

関等へ配布した。 

・ 事業主の人材育成能力の強化等に関する研究に係る中

間報告書を作成し、職業能力開発総合大学校のホームペ

ージで公開するとともに都道府県職業能力開発主管課等

へ情報提供を行った。 

 

（３）都道府県の職業訓練指導員に対する再訓練の実施 

平成１８年度においては電気関連職種などの新規コース設

定や実技に重点を置いた実践力向上を目的としたコースの増

設等ニーズに基づいた再訓練計画を策定し以下のとおり再訓

練を実施した。 

  ① 実施場所  職業能力開発総合大学校 

  ② 実施人数  ６３８人(１４０コース) 

③ 実施内容  専門技術研修、テーマ別研修、訓練技法開

発研修、長期実践派遣研修、短期実践技術

研修 等 

 

●人材ニーズの把握等 

効果的な職業能力開発を実施するため、地域の人材ニーズ等の

把握を行ったほか、オーダーメイド型訓練コースの積極的実施に

ついて、以下のとおり取り組んだ。 

（１）人材ニーズの把握と訓練カリキュラムの設定 

① 地域における人材ニーズの把握 

以下の取組みにより、労働市場における求人・求職の状

況、地域産業技術等の動向などから地域の人材ニーズを把

握した。 

・ 中小企業団体中央会等の都道府県中央団体に対するヒ

アリング 

・ 個別企業、事業主団体等に対するヒアリング 

・ 労働者派遣事業所、民間職業紹介事業所に対するヒア

リング 

・ 都道府県労働局、都道府県職業能力開発主管課、ハロ

ーワーク等の意見聴取 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）在職者を対象とする職業訓練について 

   社会の産業構造の変化が急激化する中、企業の事業展開等に

あわせて、個々の労働者が職業能力を向上させていくことが、

我が国の健全な経済発展のために必要不可欠となっている。ま

た、産業の基盤を支えるための高度な職業能力の向上も引き続

き重要である。こうした状況を踏まえ、機構は、事業主等のニ

ーズ等に基づき、在職者を対象とした職業訓練を実施すること。

① 受講者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者

から職業能力の向上に役に立った旨の評価が得られるように

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 在職者訓練については、よりニーズに応じた効果的な

職業訓練とするため、事業主団体等の要望に応じて、訓

練コースを設定するオーダーメイド型での訓練を積極的

に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）在職者を対象とする職業訓練について 

社会の産業構造の変化や技術革新が進展する中、既に就

業している者の職業能力が向上できるよう、次により在職

者向け職業訓練を実施する。 

① 受講者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上

の者から職業能力の向上に役立った旨の評価が得られる

よう、訓練ニーズの把握を徹底した上で訓練コースの設

定を行う、訓練内容・方法について適宜必要な見直しを

加えるなどにより、より有用かつ効果的な職業訓練を実
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 在職者訓練については、事業主団体等の訓練ニーズに応じ

た効果的な訓練とするため、事業主団体等との相談・援助を

通じた段階的かつ体系的なオーダーメイド型訓練コースを積

極的に設定し、その拡大に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

（３）在職者を対象とする職業訓練について 

各施設においては、アンケート調査及び習得度の測定・評価

の実施を通じて、在職者訓練の品質の向上を図る。 

① 各訓練コースの受講者に対してアンケート調査を実施し、

有効な回答を得た者のうち、８０％以上の者から職業能力の

向上に役立った旨の評価が得られるよう、的確に人材育成ニ

ーズを把握し、適宜必要な見直しを行った上で訓練コースを

設定する。 

・ ハローワークの統計資料等の活用 

・ 地域の教育訓練施設の訓練実施状況の調査 等 

② 訓練コースの見直し 

訓練コースについては、各都道府県の職業安定機関や

事業主団体等のヒアリングにより把握した地域の人材ニ

ーズを十分に反映した技能・技術、知識を習得できるよ

うにカリキュラムの内容を精査するとともに、民間教育

訓練機関等の教育訓練実施状況を踏まえて、見直しを行

った。 

イ 在職者訓練 

・見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画）

６，６３７コース 

（廃止：５，９９７コース、内容変更：６４０コース）

※ 平成１８年度の実施コース数 ８，１４８コース

ロ 離職者訓練 

  ・見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画）

２２３コース 

（廃止：１０３コース、内容変更：１２０コース） 

    ※ 平成１８年度の実施コース数 ５８３コース 

  ③ 外部意見の聴取 

見直しを行うに当たっては、人材ニーズとの適合性や

民間教育訓練機関等との役割分担を踏まえ、民間教育訓

練機関等との競合や役割などを一層明確に示す観点から

提示する資料等の見直しを行い、大学その他の学校関係

者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構成員

とする人材育成地域協議会及び職業能力開発推進協議会

等において、外部委員等の意見を聴取した。 

 

（２）オーダーメイド型訓練コースの積極的実施 

① コース設定の流れ 

・ 事業主団体及び企業に対する教育訓練計画策定に係

る相談援助の実施 

・ 地域における産業動向、技術動向等も踏まえたオー

ダーメイド型訓練コースの設定 

・ 訓練実施後、受講者アンケート等の実施 

② 訓練コース 

・ オーダーメイド型訓練コース数 ２，７５８コース

    （在職者訓練全体の訓練コース数 ８，１４８コース）

 

●在職者を対象とする職業訓練 

在職者を対象とする職業訓練について、在職者訓練の品質の

向上を図るため、受講者や事業主に対するアンケート調査等を

実施した。 

（１）受講者に対するアンケート調査の実施 

アンケート調査において、９７．１％の者から職業能力

の向上に「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨

の評価を得た。 
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中期目標 中期計画 

すること。また、事業主の指示により職業訓練を受講した

場合については、当該事業主についてもアンケート調査を

実施し、８０％以上の者から受講者に職業能力の向上が見

られた旨の評価が得られるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 在職者訓練の効果を客観的に把握する観点から、受講者が

習得した能力（習得度）の測定・評価を実施すること。 

 

 

（４）離職者を対象とする職業訓練について 

   昨今の厳しい雇用情勢の中、失業者に対して、適切かつ効果

的な職業訓練を実施し、再就職へとつなげるものとすること。

① 訓練の結果が再就職に結び付くよう、受講指示前に十分な

キャリア・コンサルティングを実施し、意欲、適性、能力等

に応じた訓練コースの選定を行い、就職に資する訓練効果の

高い職業訓練を実施すること。また、訓練開始時より積極的

に就職支援活動を行うこととし、これらにより、中期目標期

間の最終年度までに、施設内訓練修了者の就職率を７５％以

上とし、委託訓練修了者の就職率を６０％以上とすること。

 

 

施する。 

 

 

 

 

② 事業主の指示により職業訓練を受講した場合について

は、当該事業主に対してもアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から受講者に職業能力の向上が見られた

旨の評価が得られるよう、オーダーメイド型訓練等、事

業主の訓練ニーズに応じた職業訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

③ 訓練開始時及び訓練修了時の能力をそれぞれ把握し比

較することにより、受講者が習得した能力（習得度）を

測定し評価する。 

 

（４）離職者を対象とする職業訓練について 

   厳しい雇用情勢の中、失業者が早期に再就職できるよう、

次により離職者向け職業訓練を実施する。 

  ① 訓練コースの選定、就職支援等について 

（イ）キャリア・コンサルティングについては、各相談者

に対し時間的にも内容的にも十分な対応を行い、その

結果に基づき、当該相談者の意欲、適性、能力等に合

致した訓練コースの選定等を行い、就職に資する職業

訓練の受講を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）受講者の意欲、適性、能力等を把握し適切な選定に

資するよう、面接試験、学力試験、適性検査等を行う。

また、委託訓練の場合においては、当該委託先機関を

関与させるようにする。 

 

 

（ハ）施設内訓練においては、訓練開始時より就職支援を

徹底して行う。また、委託訓練の場合においては、委

託先への就職支援の指導・求人情報提供等を積極的に

行う。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

② 訓練コースの修了者のうち、事業主の指示により在職者訓

練を受講した場合については、当該事業主に対してアンケー

ト調査を実施し、有効な回答を得た事業主のうち、８０％以

上の事業主から受講者に職業能力の向上が見られた旨の評価

が得られるよう、オーダーメイド型訓練等、事業主の訓練ニ

ーズに応じた訓練を実施する。 

 

 

 

 

③ 受講者が習得した能力（習得度）の測定・評価を全国にお

いて実施する。 

 

 

（４）離職者を対象とする職業訓練について 

 ① 訓練コースの選定、就職支援等について 

（イ）就職に資する職業訓練の受講を促進するため、キャリア・

コンサルティングを行い、離職者本人の意欲、適性、能力

等を把握し、適切な訓練コースの選定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）受講者の就職意欲、適性及び能力等を把握し、適切な訓

練コースの選定に資するよう、面接試験、学力試験、適性

検査等を行う。 

     また、委託訓練の場合においては、関係機関と協議の上、

必要に応じて委託先機関の参加による選考を行う。 

 

（ハ）施設内訓練においては、訓練開始時から面接指導、求人

情報の提供を行うなど、徹底した就職支援を行う。 

また、委託訓練の場合においては、委託先が基本的に就

職支援を行うことから、委託先への就職支援の指導・求人

情報提供等を行う。 

※「役に立った」        ６９．２％ 

「どちらかといえば役に立った」２７．９％ 

（受講者数   ８１，９１０人、 

有効回答者数 ６８，０９６人） 

 

（２）事業主に対するアンケート調査の実施 

受講者を派遣した事業主を対象とするアンケート調査に

おいて、９５．２％の事業主から受講者が学んできた技術・

知識が事業所で「役に立った」「どちらかといえば役に立っ

た」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ５５．１％ 

「どちらかといえば役に立った」４０．１％ 

（調査コース数    ５，２６８コース、 

有効回答事業所数 １１，７２８事業所） 

 

（３）習得した能力の測定・評価 

訓練コースの受講を通じて習得した能力（習得度）の測

定・評価について全国実施を行った。 

 

●離職者を対象とする職業訓練 

離職者を対象とする職業訓練の実施に当たっては、失業者が

早期に再就職ができるよう、訓練受講者のニーズに応じ、訓練

コースの選定、就職支援等及び効果的な委託訓練の実施に努め

た。 

（１）訓練コースの選定、就職支援等 

  ① 適切な訓練コースの選定 

    訓練受講希望者等に対し、都道府県センターに設置し

ている「キャリア形成支援コーナー」及び公共職業安定

所に設置している｢キャリア形成相談コーナー｣において、

キャリア・コンサルティングを実施し、本人の適性及び

能力等を十分把握した上で適切な訓練受講に結びつくよ

う支援を実施した。 

・ キャリア形成支援コーナーでの相談件数 

                 ２２９，３５７件 

・ キャリア形成相談コーナーでの相談件数 

                 ４６８，９０４件 

② 受講者の選考 

受講者の選考に当たって、各施設において定めている

入所選考基準に基づき、面接試験、学力試験、適性検査

等を実施した。 

 なお、委託訓練の受講者の選考に当たって、可能な場

合には、委託先の参加による選考を行った。 

③ 施設内訓練の就職支援 

施設内訓練においては、入所から修了までの間におけ

る訓練生に対する就職支援について、次の取組みを徹底

した。 

・ 段階的できめ細かい面接指導の実施 

・ 求人開拓及び公共職業安定所との連携等による求人
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上記目標を達成するため、また、民間教育訓練機関の育成

という点も踏まえ、民間教育訓練機関への委託については、

委託先の開拓を積極的に実施し、かつ、委託に際しては、機

構が有する職業能力開発及び就職支援のノウハウの提供や指

導を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）以上により、就職率の向上を図り、中期目標期間の

最終年度までに施設内訓練修了者の訓練終了後３ヶ月

時点の就職率を７５％以上とし、委託訓練修了者の訓

練終了後３ヶ月時点の就職率を６０％以上とする。 

 

 

 

 

 

② 委託訓練について 

（イ）専修学校・各種学校への委託のみならず、大学・大

学院、ＮＰＯや事業主への委託を含めて、委託訓練先

の開拓を積極的に実施するほか、委託先への就職支援

の指導・情報提供を積極的に行い、委託訓練の就職率

の向上を図る。 

 

 

 

（ロ）個別の受講者のニーズに応じ、より多様な訓練コー

スを提供できるよう、民間教育訓練機関の既存の訓練

コースの中から選択して受講を行うことを可能とする。

 

 

 

 

（ハ）各委託先毎に、実施した訓練の内容について、就職

率等の点から、評価を行い、就職率の低い委託先につ

いては、その要因を分析し、次回以降の委託先の選定

等に当たって反映させる。また、継続して同じ機関へ

委託を行う場合には、次年度の就職率が、当該年度以

上となるよう、訓練コース設定の指導、就職支援のノ

ウハウの提供に努める。 

（ニ）事業主を活用した訓練については、訓練コーディネ

ートを行うアドバイザー、訓練委託先開拓員等の効果

的活用により、適切な訓練コースのコーディネート、

訓練委託先の開拓、訓練委託先に対するコース設定等

に対する支援等を行い、訓練内容の充実を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）以上により、就職率の向上を図り、施設内訓練について

は、訓練終了後３ヶ月時点の就職率を７５％以上とする。

また、委託訓練の場合においては、訓練終了後３ヶ月時

点の就職率を６０％以上とする。 

 

 

 

 

 

② 委託訓練について 

（イ）広範な分野の人材ニーズに対応した多様な訓練コースの

設定ができるよう委託先の開拓を行う。 

また、委託先が基本的に就職支援を行うことから、委託

先への就職支援の指導、求人情報の提供等を積極的に行い、

就職率の向上を図る。 

 

 

 

（ロ）民間教育訓練機関の既存のコース情報を収集し、個別の

受講希望に応じて訓練コースとして選択できるコースの情

報提供を行うことにより、受講を可能とする。 

 

 

 

 

（ハ）委託先の選定に当たっては、就職支援等に係る評価項目

の評価点の配分を高くした委託先選定基準により行う。 

 

 

 

 

 

（ニ）訓練委託先開拓員の活用により求人企業の積極的な開拓

を行うとともに、業界団体や求人企業が求める人材に係る

能力と求職者の有する職業能力のミスマッチの解消を図る

ため、訓練コーディネート等業務担当者を活用し、求人事

業主等からのヒアリングを行う等により適切な訓練コース

の設定を行う。 

情報の提供 

・ 事業主への訓練生求職情報の提供 等 

④ 委託先への就職支援の指導等 

委託訓練においては、委託先が行う「就職支援」の内

容に関し、委託先ごとに巡回等による指導等（６,１７９

件）を行い、次の取組みを徹底した。 

・ 訓練生の就職活動や就職状況の進捗管理 

・ 公共職業安定所との連携等による求人情報の提供 

・ 訓練生の求職情報を提供するシステムへの登録等 

⑤ 就職率 

人材ニーズを反映した的確な訓練内容と、上記①から

④の取組みにより、訓練終了後３ヶ月時点の就職率は、

次のとおりとなった。 

・ 施設内訓練  ８１．５％ 

・ 委託訓練   ６８．６％ 

※ 平成１９年４月末における訓練終了後３ヶ月時点の

実績 

 

（２）委託訓練の実施 

① 委託先の開拓 

地域の産業界、企業が求めている広範な人材ニーズに

対応が可能となるよう、専修学校等の民間教育訓練機関

のほか、事業主、事業主団体、ＮＰＯ法人、大学、大学

院を活用した多様な訓練コースを実施した。特に、事業

主やＮＰＯ法人の委託先開拓を進めるため、商工会議所

やＮＰＯ支援センターと連携した訓練委託先開拓の取組

みを行った。 

  ② コース情報の提供 

民間教育訓練機関が一般向けに既に開設しているコー

スのうち、一定の要件を満たすものを事前に公共職業訓

練実施可能講座として認定することにより、求職者自身

が自らの希望や適性に応じて自主的に選択したものにつ

いて訓練の委託を行い、「自主選択訓練コース」として実

施した。 

③ 委託先選定方法 

公正かつ適正な委託先の選定を行うための委託先選定

基準に基づき、就職ガイダンス実施等の就職支援体制、

就職状況など就職支援状況等に関する評価項目を重視す

るとともに、教室・施設設備などの訓練環境及び運営体

制に関する評価項目を併せた総合評価により委託先の選

定を行った。 

④ 適切な訓練コースの設定 

訓練委託先開拓員の活用により求人企業を積極的に開

拓するとともに、訓練コーディネート等業務担当者を活

用し、３，５７０コースの訓練コースの設定を行った。
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中期目標 中期計画 

（５）学卒者を対象とする職業訓練について 

日本の産業の基盤を支える人材を育成するために、職業能力

開発大学校等の専門課程においては、実験・実習を多く取り入

れた職業訓練を実施し、技術革新に対応できる高度な知識と技

能・技術を兼ね備えた実践技術者を養成する。また、応用課程

においては、産業界や地域のニーズに応じて、新製品の開発、

生産工程の構築等に対応できる生産技術・生産管理部門のリー

ダーとなる人材を養成するものとすること。 

① 中期目標期間の最終年度までに専門課程及び応用課程の

修了者のうち、就職希望者の就職率を９５％以上とすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

② 職業能力開発大学校等について、産学連携や他大学等関係

機関との連携を強め、より地域に開かれたものとすること。

（５）学卒者を対象とする職業訓練について 

   日本の産業の基盤を支える人材の育成や生産技術・生産

管理部門のリーダーとなる人材を養成するため、次により

学卒者向け職業訓練を行う。 

① 常に的確にものづくり産業における人材ニーズに対応

した訓練内容とすることや、キャリア・コンサルティン

グの積極的な実施等就職支援を徹底して行うことにより、

就職率の向上を図り、中期目標期間の最終年度までに専

門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率

を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 若年者に対する実践的な技能教育を充実させるため、

工業高校や高等専門学校、大学等との連携を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 職業能力開発大学校等について、産学連携や他大学等

関係機関との連携の強化、起業支援等を推進すること等

により、広く地域社会に開かれた施設運営に努める。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

（５）学卒者を対象とする職業訓練について 

① 就職支援については、１年次から就職ガイダンスやキャリ

ア・コンサルティングを実施し、就職意欲を喚起する。 

専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職

率を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 若年者に対する実践的な技能教育を充実させるため、工業

高校や高等専門学校、大学等の関係者と職業能力開発大学校

等との連携を行う。 

 

 

 

 

 

 

③ 職業能力開発大学校等において、産学連携の一環として共

同研究・受託研究や起業支援等を推進し、また、積極的に施

設を開放することにより、広く地域社会に開かれた施設の運

営を行う。 

●学卒者を対象とする職業訓練 

日本の産業の基盤を支えるものづくり人材の育成等を行うた

め、学卒者を対象とする職業訓練について、以下により就職支

援、大学等との連携に取り組んだ。 

（１）就職支援 

１年次から就職ガイダンスやキャリア・コンサルティン

グをきめ細かく実施した。また、職業人として素養や職業

意識を高めるため、職業社会論、キャリア形成論、生産現

場を直接体験するインターンシップをカリキュラムに取り

入れて実施した。 

   上記の取組みにより専門課程及び応用課程の修了者のう

ち就職希望者の就職率は次のとおりとなった。 

・ 就職率  ９８．３％ 

（就職希望者数（進学者を除く修了者数）２，３７２人、

就職者数２，３３２人） 

※ 平成１９年４月末における訓練終了後１ヶ月時点の

実績 

 

（２）大学等との連携 

① 職業能力開発大学校等において、若年者に対する実践

的な技能教育を充実させるため、工業高校や高等専門学

校、大学等との連携を実施した。 

   イ 実績  ７０件 

   ロ 連携内容 

・ 高校、大学等の教育訓練を実施（高校、大学等の

実習等の受入れ） 

    ・ 大学等へ指導員を講師として派遣 等 

② 職業能力開発大学校等において、共同研究・受託研究

や起業支援等及び施設の開放について次のとおり実施し

た。 

   イ 共同研究   ５８件 

    （テーマ例） 

   ・ 関東職業能力開発大学校 

 「リサイクル可能なプラスチックフィルターのマ

ルチ検査装置の開発」 

・ 近畿職業能力開発大学校 

「木造戸建て住宅用制振装置の研究」 

ロ 受託研究   １３件 

    （テーマ例） 

   ・ 東北職業能力開発大学校 

 「万能型ナースコール及び介護者無線コールの開

発研究」 

・ 東海職業能力開発大学校 

  「ペレットストーブ用コントローラーの開発」 

ハ ものづくりの啓発 

地域における「ものづくり」の啓発を行うため、「も

のづくり体験教室」を開催した。 

（開催事例） 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）新分野等への事業展開の支援について 

   新規成長分野等において雇用創出の実現を図り、円滑な労働

移動を促進するため、関係機関との連携を図りつつ、これらの

分野において中小企業等の創業・経営革新を職業能力開発の側

面から支援すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）新分野等への事業展開の支援について 

   新規成長分野等において創業・経営革新を職業能力開発

の側面から支援するため、関係機関との連携を図りつつ、

専門的な相談・情報提供、新分野等の事業展開を担う人材

養成のための職業訓練等を行う。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）新分野等への事業展開の支援について 

   起業・新分野展開支援センターにおいては、新規成長分野等

において創業・経営革新を職業能力開発の側面から支援するた

め、専門的な相談・情報提供、交流会の開催、新分野等の事業

展開を担う人材養成のための職業訓練を行う。 

・ ＮＣ工作機械による文鎮製作 

・ 電子オルゴール製作 

・ 音声反応歩行ロボット製作 

・ ＣＡＤ／ＣＡＭを利用した印鑑製作 

ニ 地域社会との連携 

地域の企業誘致や企業支援等について、人材育成や

技術支援の面から協力した。 

（実施事例） 

・ 東北職業能力開発大学校が、県の主催する「宮城

県企業立地セミナーin 東京」へ地元の栗原市と合同

でブースを設置し、市は施策面、大学校は人材育成

面での対応を行った。 

・ 北陸職業能力開発大学校を拠点に、地域の学校や

企業、商工会議所が相互に連携し、ものづくりを担

う優れた人材を育成するための産学交流会が設置さ

れ、次年度に向けての事業計画の検討を行った。 

 

また、事業主等が行う教育訓練、研修等の場として

の施設設備の貸与等を延べ１，８４４件実施した。 

 

●新分野等への事業展開の支援 

首都圏や関西圏における中小企業等の創業・経営革新を職業

能力開発の側面から支援するため東京及び大阪に設置している

起業・新分野展開支援センターに加え、平成１８年度から北海

道及び福岡に相談・情報提供業務を行う起業・新分野展開支援

スポットを開設し、以下のとおり新分野等への事業展開の支援

を行った。 

（１）新たな分野の展開等に必要な専門的な相談・情報提供 

相談・情報提供件数  ８,６０４件 

 

（２）技術・製品開発分野関連情報の提供のための公開講座 

イ コース数     ６２コース 

ロ 受講者数  １,７９６人 

ハ コース内容 

    ・ アナログ信号の処理を支えるディジタル信号処理

技術とＤＳＰ 

  ・ ワイヤレスブロードバンドシステムの基本技術 

（３）在職者訓練 

   新分野等の事業展開を担う人材育成のための在職者訓練

について、次のとおり実施した。 

  ① 起業家養成セミナー 

イ 実施コース数   ７４コース 

ロ 受講者数    ９８１人 

ハ コース内容   創業のためのステップアップセミ

ナー 等 

② 高度技術者養成訓練コース 

   イ 実施コース数   ７コース 

   ロ 受講者数    ９４人 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）職業訓練指導員の養成について 

   職業訓練指導員については、職業能力開発に関するニーズに

的確に対応するため、技能習得の指導ができるだけでなく、訓

練のコーディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援

などに対応できる幅広い能力を有する人材の養成を目指すこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開発に関するニー

ズに的確に対応するため、技能習得の指導ができるだけで

なく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサルティン

グ、就職支援などに対応できる幅広い能力を有する人材の

養成を目指す。 



 46 

平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開発に関するニーズに的確

に対応するため、技能習得の指導ができるだけでなく、訓練のコー

ディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援などに対応で

きる幅広い能力を有する人材を養成する。 

   ハ コース内容   バウビオロギーによる住宅の実践

技術 等 

③ 課題解決型能力向上コース 

   イ 実施コース数  １５コース 

   ロ 受講者数    ５０人 

ハ コース内容   環境型プリンタヘッドの再生技術

等 

 

なお、受講者に対するアンケート調査において、

９７．２％の者から、職業能力の向上に「役に立った」「ど

ちらかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ７４．４％ 

「どちらかといえば役に立った」２２．８％ 

（有効回答者数 ７９７人） 

 

（４）新分野等の事業展開を担う人材養成のための離職者訓練

イ 実施コース数   ３コース 

ロ 受講者数    ４７人 

ハ コース内容   事業化に必要な知識・能力の習得、

事業計画の具現化・創業準備演習

 

（５）創業を目指す方々の交流の場 

   創業を目指す方々に対して、創業に向けた問題の解決を

目指す交流の場を提供した。 

   イ 実施回数      ９５回 

   ロ 参加者数   １，１９３人  

 

●職業訓練指導員の養成 

長期課程及び研究課程において、技能習得の指導ができるだ

けでなく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサルティン

グ、就職支援などに対応できる幅広い能力を有する職業訓練指

導員を養成するため、また、現に職業訓練指導員として従事し

ている者に対しても以下の訓練を実施した。 

（１）長期課程 

キャリア・コンサルティング等関連のカウンセリング法

等９講座を実施した。 

 

（２）研究課程 

キャリア・コンサルティング等関連のキャリア形成支援

論等５講座を実施した。 

 

（３）研修課程 

① 受講者数  ２１６人 

② 実施内容 

・ キャリア・コンサルティング基礎演習 

・ 就職相談支援（キャリア・コンサルティング）研修

・ キャリア形成支援技法 

・ 訓練コーディネート力向上研修 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

（８）若年者対策について 

   近年、フリーター等若年不安定就労者が増大しており、中

長期的な競争力・生産性の低下等が懸念され、若年者を我が

国を支える「人材」として育成していくことが喫緊の課題と

なっている。こうした中、機構においては、「私のしごと館」

を中心に、若年者の職業意識の形成、職業訓練の実施、就職

支援等若年者の就業について総合的な支援を行うものとする

こと。 

  ① 職業意識の形成の支援等 

（イ）専門家や関係者による若年者向けキャリア・コンサル

タントの能力要件や養成カリキュラムの開発を受けて、

先導的にキャリア・コンサルタントの養成を積極的に行

う。また、大都市部において、こうしたキャリア・コン

サルタントを活用すること等により、フリーター等若年

不安定就労者の職業理解を促進し、職業意欲の喚起を行

い、安定就労への誘導を積極的に実施すること。 

 

 

 

（８）若年者対策について 

   現在の若年者を取り巻く変化・課題を踏まえ、次により若

年者の就業に係る総合的な支援を実施する。 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）専門家や関係者による若年者向けキャリア・コンサル

タントの能力要件や養成カリキュラムの開発を受けて、

キャリア・コンサルタントの養成講座の質を充実させ、

先導的にキャリア・コンサルタントの養成に取り組む。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）公共職業安定所や地方自治体における若年者の就労支

援機関との連携を図りながら、若年者の職業意識を啓発

するための取組みや、キャリア・コンサルティングの実

施により若年者のキャリア形成を支援する。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

（８）若年者対策について 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）教育訓練機関や若年者に対する就労支援機関の進路指

導・就職指導・キャリア相談等を担当しようとする者又

は企業の人事・労務関係業務を担当している者を対象に、

職業能力開発大学校等においてキャリア・コンサルタン

ト養成講座を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）フリーター等若年者が集中する大都市部でヤングジョ

ブスポットを運営する。 

ヤングジョブスポットでは、フリーター等の若年者が

情報交換を行い、職業意識に対する相互啓発活動を促進

することができる場を提供することとし、職業ふれあい

事業、フォーラム事業、キャリア形成に関する相談及び

情報提供事業を行う。 

     事業の実施に当たっては、若年者の参加が見込まれる

場所に積極的に出向いて行く方法やインターネットを活

用した情報発信等を行い、若年者に対して、積極的な働

きかけを行う。 

・ カウンセリング技術演習 

・ カウンセリング応用演習 

 

●若年者対策 

 若年者の就業に係る総合的な支援について、以下により実施し

た。 

（１）職業意識の形成支援等 

  ① 若年者向けキャリア・コンサルタント養成講座 

キャリア・コンサルタント養成講座については、教育訓

練機関や若年者に対する就労支援機関の進路指導・就職指

導・キャリア相談等を担当しようとする者又は企業の人事・

労務関係業務を担当している者を対象に、「若年者を取り

巻く雇用環境・若年者の意識と行動」などのカリキュラム

を加えることにより内容を充実させた「キャリア・コンサ

ルタント養成講座」として全国で実施した。 

・ 実施コース数    ５０コース 

・ 受講者数   １，２１２人 

さらに、機構が行う上記キャリア・コンサルタント養成

講座や民間の養成講座を修了した者を対象に、若年者に対

応できるキャリア・コンサルティングに焦点を絞り、演習

を中心とするカリキュラムに基づき、「若年者向けに特化

したキャリア・コンサルタント養成講座」を実施した。 

・ 実施コース数    １５コース  

・ 受講者数     ３４８人 

なお、キャリア・コンサルタント養成講座修了者に対す

るフォローアップ研修（平成１９年度実施予定）の実施に

向け「キャリア・コンサルタントに対するフォローアップ

システムの構築に関する調査研究報告書」を作成しホーム

ページに公開した。 

② ヤングジョブスポット 

ヤングジョブスポットでは、若年者が情報交換を行い、

職業意識に対する相互啓発活動を促進することができる場

を提供するとともに、職業意識を高めた若年者が早期就職

に結びつくことができるように、職業安定機関等やジョブ

カフェにおける職業相談や職業紹介、職業能力開発機関に

おける職業訓練へ誘導するなど、地域の関係行政機関、若

年者を支援するＮＰＯ法人、その他の若年者支援機関等と

の協力・連携や情報交換を図り、フリーター等若年者が集

中する大都市部１４カ所で以下のとおり実施した。 

なお、実施に当たっては、ヤングジョブスポット内で行

うほか、若年者の参加が見込まれる場所に出向いて行うと

ともに、携帯電話用サイトを活用した情報提供を行うなど、

効果的な実施に努めた。 

イ 実施状況 

（ⅰ）職業ふれあい事業（多種多様な職場の見学や仕事体

験、職業に関するディスカッション等、自主的なグル

ープ活動の支援） 

     ・ 実施回数    ７７５回 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）「私のしごと館」において、若年者のキャリア形成を

総合的に支援するため、展示・体験事業、ライブラリィ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）「私のしごと館」において、若年者のキャリア形成を

総合的に支援するため、展示・体験事業の実施に当たり、
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）「私のしごと館」において、展示・体験事業等の各事業

のサービス利用者の増加を図る。特に展示・体験事業の

     ・ 参加者数  ９，８６９人 

（実施例） 

・ 「プロに聞くシリーズ」として、多種多様な職

業、職業人を講師に働くことのやりがいや苦労、

心構えなど体験談や関連する業界の話題などを交

えた意見交換の実施 

・ Ａ電機社の工場において、最新デジタルカメラ

が出来るまでの工程の見学や実際の商品企画体験

の実施 

・ 公園ボランティアの方々と一緒に、公園管理活

動、公園愛護会ボランティアの企画・参加 

・ 県内企業で活躍する若手社員と参加者が企業で

の仕事内容ややりがいなどをディスカッション 

  （ⅱ）フォーラム事業（利用者同士が職業に関する情報交

換を行える場の提供) 

・ 実施回数   ３，３３４回 

・ 参加者数  ３９，４８９人 

（実施例） 

・ 「仕事は生活の一部として考えよう！今の生活

を見つめ直してこれからの人生を考える」をテー

マにワークショップの開催 

・ 「就職を考える前に考えること」をテーマにト

ークセッション 

・ 「社会で役立つビジネスマナー」をテーマに挨

拶、敬語の使い方など基本的なことから電話の応

対等マナーの疑似体験 

・ 「こんなとき、あんなときのハローワーク活用

法、一緒にハローワークへ行ってみよう」をテー

マに若年者が躊躇することなく当該機関を有効に

活用できるように、グループワーク及び実地体験

の実施 

（ⅲ）適職選択、キャリア形成に関する相談等 

    ・ 相談件数  ２５，２１７件 

（ⅳ）情報提供事業（インターネット、ビデオ等を活用し

た職業に関する情報の提供） 

     ・ 利用者数  １３６，２３９人 

ロ フォローアップ調査の実施 

    ヤングジョブスポットの利用者に対し、利用後概ね３

ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施した結

果、８３．６％の者から「就職に対する行動に変化があ

った」との回答を得た。 

その内訳は、「ハローワークへ通うようになった」、「職

業訓練を受講している」等、就職に対して具体的な取組

みをしている者、すでに正社員、派遣あるいはアルバイ

トとして働いている者であった。 

（有効回答者数 １，５００人） 

③ 私のしごと館 

   イ 利用者数 
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中期目標 中期計画 

事業、相談・援助事業等の各事業を効果的に実施するこ

ととし、年度内の各事業のサービス利用者の延べ数を

４０万人以上とする。 

また、各事業のサービス利用者に対してアンケート調

査を実施し、毎年度８０％以上の者から今後の進路につ

いて具体的なイメージが湧いた、仕事というものや将来

の自分の職業について考えるようになった等の回答が得

られるようサービスの向上を図ること。 

企業、業界団体等の積極的な協力を得るなど民間活力を

生かした運営により、各事業を効果的に実施するととも

に、サービスの向上、戦略的な広報等に積極的に取り組

むことにより、各事業のサービス利用者増を図り、年度

内の各事業のサービス利用者の延べ数を４０万人以上確

保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）さらに、各事業のサービス利用者に対してアンケート

調査を実施し、毎年度８０％以上の者から今後の進路に

ついて具体的なイメージが湧いた、仕事というものや将

来の自分の職業について考えるようになった等の回答が

得られるようサービスの向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホ）また、より一層効果的な業務運営とするため、外部委

員を含めた検討の場を設け、「私のしごと館」が果たす

べき役割、事業内容の在り方、効果的な運営の在り方等

について検討を行い、それを同館の運営に反映させると

ともに、他の学校等教育機関や事業主団体等との密接な

連携を図り、総合的なキャリア形成支援を実施する。 



 52 

平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

実施に当たり、関係機関・企業及び事業主団体から技術

的助言・講師派遣及び材料提供等の協力を得て、利用者

参加型の事業展開を行う。 

また、利用者ニーズを踏まえた事業展開、学校等教育

機関等との連携強化、戦略的な広報等に積極的に取り組

むことにより、各事業のサービス利用者増を図り、各事

業のサービス利用者の延べ数を４０万人以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（二）「私のしごと館」において、各事業のサービス利用者に

対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者から今

後の進路について具体的なイメージが湧いた、仕事とい

うものや将来の自分の職業について考えるようになった

等の回答が得られるよう利用者ニーズを踏まえた事業展

開を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホ）「私のしごと館」において、経済界や関係行政機関代

表者、学識経験者で構成する支援協議会等を開催し、意

見・提案等を業務運営に反映させる。 

また、他の学校等教育機関や事業主団体等との密接な

連携を図り、総合的なキャリア形成支援を実施する。 

     展示・体験事業の実施においては、茶業団体の協力に

より手揉み製茶の仕事を体験するワークショップを開催し、

個人客の誘致に努めたほか、未利用県の教育委員会や校

長会等を訪問し校外学習及び修学旅行の勧誘を行うこと

により、来館者増に向けたＰＲ活動に取り組んだ結果、

各事業のサービス利用者数は、延べ５０７，９１１人と

なった。 

（各事業のサービス利用者の延べ数 ５０７，９１１ 人

の内訳） 

    ・ 展示・体験事業利用者数   ２８６，４０５人 

    ・ ライブラリィ事業利用者数   ６２，１８１人 

    ・ 相談・援助事業利用者数   １２１，８４７人 

    ・ 研修・セミナー事業利用者数  ３３，７５３人 

    ・ 施設貸与利用者数        ３，７２５人 

  ロ アンケート調査 

     アンケート調査において、８３．２％の者から今後の

進路についての具体的なイメージ作り等に「大変参考に

なった」「参考になった」旨の評価を得た。 

※「大変参考になった」 ３８．２％ 

「参考になった」   ４５．０％ 

（有効回答者数 ５，６８８人） 

   ハ フォローアップ調査の実施 

     私のしごと館の利用者（中・高生）に対し、利用後概

ね３ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施し

た結果、８９．１％の者から私のしごと館の活用により、

自己理解、職業理解が進んだ、将来の就職に向けて何ら

かの行動を起こした等の具体的な変化があったとの回答

を得た。 

（有効回答者数 ３，６４２人） 

  また、私のしごと館を利用した失業者に対しても、利

用後概ね３ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）

を実施した結果、８１．７％の者から就職に向けて何

らかの行動を起こした等の具体的な変化があったとの

回答を得た。 

（有効回答者数 １９７人） 

ニ 支援協議会 

私のしごと館支援協議会等を３回開催し、土・日の集

客や地域との連携強化及びアンケート調査に対する対応

など、業務運営に反映させた。 

ホ 教育機関等との連携 

キャリア形成支援を実施するため、他の学校等教育機

関や事業主団体等と連携し、次の取組みを実施した。 

・ 中学校、高校、大学等の要請に基づいたセミナーと

して、「職業意識啓発、キャリア形成意識の醸成に係

るセミナー」を実施した。（平成１８年５月２日他

３１回開催、受講者数３，５２１名） 

・ 近隣３府県の教育委員会等の後援により、学校教職

員・若年者を支援する方（保護者、キャリアコンサル
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 訓練の実施 

     高校卒業後フリーター等不安定就労を繰り返す者等に対

して、働きながら学ぶことにより一人前の職業人を養成す

る日本版デュアルシステム等の事業主と協力した実践的な

職業訓練を積極的に実施すること。 

     また、職業意識の啓発や社会人として必要なマナーや常

識等に関する講習を行い、職業訓練へと繋げていくこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

② 訓練の実施 

（イ）高校卒業後フリーター等不安定就労を繰り返す者等が、

安定就労へ移行できるように、職業能力開発大学校等及

び委託訓練先の活用により一定期間の企業実習とそれと

一体となった職業訓練等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）そのほか、安定就労への移行に不可欠な職業意識の啓

発や社会人として必要なマナー等に関する講習を若年求
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 訓練の実施 

（イ）職業能力開発大学校等における座学訓練又は専門学校

等の民間教育訓練機関を委託先とする座学訓練と、企業

等における実習とを組み合わせた職業訓練を実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）前号の民間教育訓練機関を委託先とする職業訓練につ

いては、職業意識の啓発や社会人として必要なマナー等

タント等）を対象としたキャリア形成支援セミナー「若

年者に対するキャリア教育のあり方を考える」を実施し

た。（平成１９年２月１日開催、受講者数１５７名） 

   ・ Ａ短期大学の要請に基づいたセミナーとして、「就職

活動支援に関する通年の単位講義のカリキュラム開発及

び実施」を実施した。（平成１８年１０月３日他計４回

開催、受講者数３６０名） 

 

（２）訓練の実施 

職業能力開発大学校等における訓練又は専門学校等の民間

教育訓練機関を委託先とする座学訓練と、企業等における実

習とを組み合わせた職業訓練について、以下のとおり実施し

た。 

① 専門学校等の民間教育訓練機関を委託先とする座学訓練

と、企業等における実習とを組み合わせた「委託訓練活用

型デュアルシステム」の実施 

イ 訓練期間    標準５ヶ月 

ロ 実施コース数  １，６４９コース 

ハ 実施コース名  ＯＡビジネス科、Ｗｅｂクリエータ

ー科、医療事務科 等 

ニ 入所者数    ２５，５３８人 

ホ 就職率     ７５．６％ 

※ 平成１９年４月末における訓練終了後３ヶ月時点の実

績 

② 職業能力開発大学校等での訓練と、企業等における実習

とを組み合わせた「専門課程活用型デュアルシステム」の

実施 

   イ 訓練期間   ２年 

   ロ 実施教科   ５科 

ハ 実施科名  住居環境科、生産技術科、メカトロニク

ス技術科、港湾ロジスティクス科、電気

技術科 

   ニ 入校者数  ６２人 

   ホ 就職率   ９２．１％ 

 ※ 訓練終了後３ヵ月時点の実績 

③ 職業能力開発促進センターでの訓練と、企業等における

実習とを組み合わせた「普通課程活用型デュアルシステム」

の実施 

   イ 訓練期間   １年 

   ロ 実施教科  １０科 

ハ 実施科名  ＪＡＶＡ応用技術科、ビル設備管理科、

機械加工技術科、エレクトリックエンジ

ニア科 等 

   ニ 入校者数  １８３人 

   ホ 就職率   ９２．９％ 

※ 訓練終了後３ヵ月時点の実績 

④ キー・スキル講習の実施 

職業意識の啓発や社会人として必要なマナー等に関する
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

（９）キャリア・コンサルティングについて 

職業能力開発大学校等においてキャリア・コンサルタント

の養成を進める。また、キャリア・コンサルティングの能力

を身につけたアドバイザーを各都道府県センター等に配置し、

労働者等へのキャリア・コンサルティングの充実を図ること。

また、これらのアドバイザーについて、研修を行う等により

質の向上を図ること。 

職者を対象に実施し、より効果的な職業訓練の実施に繋

げる。 

 

 

（９）キャリア・コンサルティングについて 

   職業能力開発大学校等におけるキャリア・コンサルタント

の養成を進める。また、キャリア・コンサルティング能力を

身につけたアドバイザーを各都道府県センター等に配置し、

労働者等へのキャリア・コンサルティングの充実を図る。ま

た、これらのアドバイザーについて、より高度な研修を実施

すること等により、質の向上を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

に関する講習（キー・スキル講習）を一体のものとして

実施することにより、訓練受講の目的を明確化して就職

意欲を喚起し、安定就労への移行を図る。 

 

（９）キャリア・コンサルティングについて 

① キャリア形成に係る相談援助 

    各都道府県センター等にキャリア･コンサルティングの

能力を身につけたアドバイザーを配置し、労働者に対して

キャリア･コンサルティングや能力開発プログラムの作成

に係る援助を実施し、事業主及び事業主団体等に対しては

従業員のキャリア形成支援に関する相談援助等を実施する。

講習（キー・スキル講習）を「委託訓練活用型デュアルシ

ステム」による訓練と一体のものとして実施した。 

 

 

●キャリア形成に係る相談援助 

各都道府県センター等に配置したアドバイザーにより、以下の

とおりキャリア形成に係る相談援助を実施した。 

（１）労働者に対する相談援助 

  ① 実施内容 

・ キャリア・コンサルティングの実施 

キャリアシートの作成支援、能力開発プログラムの作

成等能力開発に関する必要な援助等 

   ・ キャリア形成に関する情報提供 

 ② 相談援助件数  ９３２，８６０件 

 

（２）事業主及び事業主団体等に対する相談援助 

 ① 実施内容 

  ・ キャリア・コンサルティングに関する技術的相談援助

  ・ キャリア形成促進助成金に関する相談援助 

  ・ キャリア形成に関する情報提供 

 ② 相談援助件数  ８３，２３６件 

 

（３）アンケート調査の実施 

キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対しアンケ

ート調査を実施（複数回答）したところ、労働者等からは、

・ 「資格・教育訓練に係る情報が得られた」（２９．０％）

・ 「今後のキャリア形成の方向性やその実現を図るための

方法等を整理できた」（２６．９％） 

などの回答を得た。 

   また、事業主等からは、 

・ 「キャリア形成促進助成金を受けることを検討したいと

思う」（３８．３％） 

・ 「従業員に対するキャリア・コンサルティングに関する

知識の修得ができた」（２６．１％） 

などの回答を得た。 

また、要望としては「情報量の充実」、「待ち時間の短縮」

などが求められた。 

なお、全体的には回答者のうち、９９．５％の利用者から

「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を

得た。 

※「役に立った」        ８４．６％ 

「どちらかといえば役に立った」１４．９％ 

（有効回答者数  １，８４６人、 

有効回答事業所数  ４７５事業所） 

 

（４）フォローアップ調査の実施 

   利用者がキャリア・コンサルティング終了後に行った就職・

能力開発等への具体的な取組み等を把握するため、相談後概
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）調査・研究について 

        人材ニーズの把握、キャリア形成の過程の把握、職業訓

練技法の開発等効果的・効率的な職業訓練の実施に資する

調査・研究を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）調査・研究について 

     人材ニーズの把握、キャリア形成の過程の把握、職業訓

練技法の開発等効果的・効率的な職業訓練の実施に資する

調査・研究を実施し、研究成果を各施設において実施する

職業訓練やキャリア・コンサルティング等に活用するほか、

民間教育訓練機関や地方公共団体にもその成果を広める。
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

② キャリア・コンサルタント養成講座 

企業の人事・労務関係業務を担当している者又は教育訓

練機関や若年者に対する就労支援機関等の進路指導・就職

指導・キャリア相談等を担当しようとする者を対象に、職

業能力開発大学校等においてキャリア・コンサルタント養

成講座を実施する。 

 

 

（１０）調査・研究について 

① 職業訓練の実施等に資する事業主の人材育成能力の強

化等に関する調査・研究を実施し、研究成果を各施設に

おいて実施する職業訓練に活用するほか、民間教育訓練

機関や地方公共団体にもその成果物に係る情報を提供す

る。 

ね３ヶ月経過した時点で事業効果に係るフォローアップ調査

（サンプル調査）を実施し、キャリア・コンサルティングの

利用により、「就職・転職・職業能力の開発及び推進の向上

が図られた」（８５.１％）という回答を得た。 

（有効回答者数 ４，０６９人） 

 

●キャリア・コンサルタント養成講座 

企業の人事・労務関係業務を担当している者又は教育訓練機関

や若年者に対する就労支援機関等の進路指導・就職指導・キャリ

ア相談等を担当しようとする者を対象に、職業能力開発大学校等

において、キャリア・コンサルタント養成講座を全国で実施した。

・ 実施コース数    ５０コース（再掲） 

・ 受講者数   １，２１２人（再掲） 

 

●調査・研究  

効果的・効率的な職業訓練を実施するため、調査・研究を以下

のとおり実施した。 

（１）職業訓練の実施に資する調査･研究 

職業訓練の実施に資する調査・研究については、政策上の

見地から必要とされるものや職業能力開発に係る業務上必要

なものについて、厚生労働省からの委託又は厚生労働省と機

構の協議により決定した１０テーマについて学識経験者及び

産業界等の外部有識者を含めた委員会を設けて実施し、その

成果については職業能力開発総合大学校のホームページで公

開した。また、成果物としての研究報告書等を作成し、民間

教育訓練機関、地方公共団体等へ配布した。 

  ① 調査・研究テーマ 

・ 具体的・実践的職業能力開発ニーズの総括的な調査分

析 

・ 分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究 

・ 総合的ものづくり人材の教育訓練コースに係る教材開

発（平成１９年度継続テーマ） 

・ 日本版デュアルシステム評価マニュアルの作成 

・ 訓練効果の評価に係る調査研究 

・ 総合的かつ体系的な職務分析の推進（生涯職業能力開

発体系） 

・ 受講者の能力と個々の訓練ニーズ等に適合することを

容易にする訓練システムの研究 

・ 事業主の人材育成能力の強化－企業の教育訓練を担当

する者を育成するための訓練プログラムの開発・実施－

（平成１９年度継続テーマ） 

・ 発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関す

る調査研究 

・ 障害者職業能力開発プロモート事業に伴う障害者職業

能力開発指導者研修プログラムの開発 

② 職業訓練用教材の作成 

    都道府県等で実施する普通職業訓練で使用している認定

教科書について、技術革新や法令改正等への対応を図るた
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中期目標 中期計画 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ホワイトカラーの産業・業種に特有の課題解決に向け

た教育訓練コースを開発、検証し、各施設、民間教育訓

練機関や地方公共団体に成果物に係る情報を提供する。

めに、改訂した。 

（改訂した職業訓練用教科書） 

    テクニカルイラストレーション、タイル、左官、金型工

作法、測量実技教科書 

③ 訓練コースの開発 

イ 離職者訓練 

・ 開発科数    １科 

・ 科名      組込みマイコン技術科 

ロ 在職者訓練 

・ 開発コース数  １４コース 

・ 主なコース名  Ｌｉｎｕｘによる組込みシステム

開発、組込みＬｉｎｕｘデバイス

ドライバ開発技術 等 

   ハ 情報提供 

新たに開発した離職者訓練及び在職者訓練用の訓練コ

ースのカリキュラムモデルについて、職業能力開発総合

大学校のホームページに公開した。 

 

（２）ホワイトカラーの能力開発に関する調査・研究 

特定の産業・業種等のホワイトカラーに関する能力開発課

題の解決に向けた教育訓練コースの開発を目的として、事業

の実施を通じて収集した情報や学識経験者等外部有識者に対

するヒアリングにより把握した業界団体等の動向等に係る情

報を基に、テーマの選定方針や選定基準に基づき５テーマを

選定し、テーマごとに設置した学識経験者及び産業界等の外

部有識者によって構成される研究会において、５テーマに沿

った３０コースの教育訓練コースを開発した。 

   なお、民間教育訓練機関、都道府県職業能力開発主管課、

都道府県立職業能力開発校、事業主団体等に対する情報提供

として調査・研究報告書の概要を作成し１，０６６ヵ所に配

布したほか、開発した教育訓練コースのカリキュラム等につ

いて、生涯職業能力開発促進センターのホームページに公開

した。 

また、平成１６・１７年度に開発した教育訓練コースの試

行・検証を行った。 

① 調査・研究テーマ及び開発した教育訓練コース 

イ 中小企業のマーケティング力向上のための能力開発研

究 

（開発した教育訓練コース例） 

・ 中小企業のための事例に学ぶマーケティング戦略の

あり方 

    ・ 中小企業のためのＣＳマーケティング実践方法 

ロ 賃貸住宅管理業に関する研究 

    （開発した教育訓練コース例） 

・ 賃貸住宅管理業の対応事例に学ぶリスクマネジメン

ト 

    ・ 管理業務の改善とサービス品質の向上 

ハ ビルメンテナンス業に関する研究 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成

金及び技能者育成資金について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制度内容、利

用条件、相談・受付窓口等を公開し、申請者の利便を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 説明会や相談業務を通じて、制度の趣旨等を申請者に対

し十分に周知することにより、申請者の利便を図ること。

助成金については、申請内容の適正化や不正受給の防止を

図るとともに、説明会終了時にアンケート調査を実施し、

内容を理解した旨の評価を８０％以上得られるようにする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成

金及び技能者育成資金について 

①  制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の視点

に立った分かりやすい表現で、ホームページ及びパンフレ

ットに掲載し、周知するとともに、インターネットを通じ

た質問を受け付け、よくある質問に対する回答をホームペ

ージに公開するなど積極的に利用者の利便の向上と情報提

供に努める。さらに、支給金額、利用条件等の制度内容に

変更があった場合は当該変更が確定した日から、７日以内

にホームページ等で公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② パンフレットや申込みに係る手引等を作成し、都道府県

センターや公共職業安定所等関係機関において配布すると

ともに、説明会や相談業務を通じて制度の趣旨、内容、申

請手続等を利用者に対して十分に説明することなどにより、

利用者の利便を図るとともに、助成金については、申請内

容の適正化や不正受給の防止等を図る。 

③ 助成金については、説明会を積極的に開催するとともに

説明会終了時にアンケート調査を実施し、８０％以上の者

から、助成金等の制度の理解に役立った旨の評価が得られ

るようサービスの質の向上を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成

金及び技能者育成資金について 

労働者の職業能力の開発、向上を図る助成金の支給業務

については、申請者の利便や申請内容の適正化、不正受給

の防止を図るため、以下の措置を講ずる。 

① キャリア形成促進助成金 

（イ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の視

点に立った分かりやすい表現で、ホームページやパンフ

レット等により周知するとともに、質問をインターネッ

トを通じて受け付け、よくある質問については、回答を

ホームページで公開する。 

 

 

 

 

（ロ）支給金額、利用条件等制度内容に変更があった場合は、

当該変更が確定した日から７日以内にホームページで公

開する。 

 

（ハ）パンフレットや申請書の記載例、申請に係る手引き等

を公共職業安定所等において配布するとともに、説明や

相談業務を通じて制度の趣旨、内容、申請手続及び不正

受給の防止に関し利用者に対して十分説明する。 

 

 

（ニ）パンフレット等を活用して制度の趣旨、目的、申請手

続及び不正受給の防止に係る説明会を積極的に開催する

とともに、説明会参加者に対してアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から助成金制度の理解に役立ったと

の評価を得る。 

    （開発した教育訓練コース例） 

・ ビルメンテナンス業のマネジメント強化 

    ・ 現場管理者の業務効率化と問題解決 

ニ 福祉・生活支援用具産業に関する研究 

    （開発した教育訓練コース例） 

    ・ 市場ニーズに適応した製品開発力向上 

    ・ エンドユーザー重視の営業力強化 

ホ ホワイトカラー層に対する離職者訓練コース開発研究

    （開発した教育訓練コース例） 

    ・ アドバンスト営業職コース 

    ・ 販売職プロフェッショナル養成コース 

② 試行・検証コース 

・ コース数 ４２コース 

・ コース名 情報サービス業における品質マネジメント

（平成１６年度開発コース） 

警備業に求められるコンプライアンス実践

（平成１７年度開発コース） 等 

 

●キャリア形成促進助成金及び技能者育成資金 

労働者の職業能力の開発、向上を図る助成金の支給業務につい

て、申請者の利便や申請内容の適正化、不正受給防止を図るため、

以下の措置を講じた。 

（１）キャリア形成促進助成金 

① 制度の周知・説明 

    制度の趣旨、内容、申請手続について、次により利用者

に対して周知・説明した。 

   イ ホームページでの周知 

・ 助成金制度をより分かりやすく利用しやすいものと

するため、ホームページにおいて、制度内容の紹介に

加えて活用事例を公開した。 

    ・ 来所や訪問等による相談のほか、インターネットを

通じて質問を受け付け、よくある質問については、回

答をＱ＆Ａとして、ホームページで公開した。 

   ロ 制度内容変更の公開 

平成１８年４月３日付けの改正について平成１８年４

月７日に、同年９月２９日付けの改正について同年１０

月６日にホームページで公開した。 

ハ パンフレット等の配布による周知 

     パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手

引き等を公共職業安定所等において配布、周知した。 

 

 

 

ニ 説明会及び個別相談の実施 

    ・ 説明会開催回数    １，９１０回 

    ・ 説明会参加者数   ５４，９８１人 

・ 個別相談の件数   ４３，１５２件 

ホ アンケート調査の実施 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

③ 助成金については申請に係る諸手続の合理化を進めるこ

とにより、申請者の手続面での負担の軽減を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 職員研修等による担当者の審査能力の向上を図ること。

助成金については、併せて、実地調査の実施等により、不

正受給の防止に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 助成金については、申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化、添付書類の簡素化等による事

務手続の合理化を進めることにより、申請者の手続面での

負担の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 職員研修を強化し、審査能力の向上を図る。助成金につ

いては、併せて、可能な限り直接事業所を訪問するなどし、

支給要件と実際に合致しているか等の確認を行う。また特

に疑義のあるものについては、すべて直接事業所を訪問し、

不正受給の防止に努める。 



 64 

平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

（ホ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請書の記載項

目の簡略化や添付書類の簡素化などによる事務手続の合

理化を進めることにより、申請者の手続面での負担の軽

減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（ヘ）職員用審査マニュアルの活用や施設ごとの研修等を実

施し、担当者の審査能力の向上を図るとともに、本部に

監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置し、

不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するなどにより、

不正受給の防止を強化する。 

 

 

（ト）可能な限り直接事業所訪問するなどして支給要件と合

致しているかの確認を行い、疑義のあるものについては、

すべて直接事業所を訪問し確認する。 

アンケート調査において、９２．１％の者から説明内容

が「理解できた」「どちらかといえば理解できた」旨の

評価を得た。 

   ※「理解できた」        ３８．６％ 

     「どちらかといえば理解できた」５３．５％ 

（参加者数   ５４，９８１人、 

有効回答者数 １８，０５０人） 

② 手続の簡素化等 

   イ 様式等の簡略化 

様式や添付書類の記載項目の簡略化等（添付様式の統

合、廃止、記載項目の整理）について、平成１８年６月

３０日及び平成１８年１０月２日に助成金要領の運用通

達を改正・施行した。 

   ロ 支給申請時期の弾力的運用 

キャリア形成促進助成金について、申請者へのサービ

スの向上を図るとともに、事務処理の集中を避けるため、

年２回の支給申請月から、半期計画が終了した事業主は

随時支給申請ができるよう改正した。 

③ 審査能力の向上 

助成金担当者の審査能力の向上を図るため審査マニュア

ル等を活用し、職員研修等を実施した。 

   （実施状況） 

・ 実施回数  ２９６回 

    ・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間短

縮、不正受給防止等について 

④ 不正受給の防止 

   イ 事業所訪問の実施 

支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直

接事業所訪問を行い、疑義のあるものについては、すべ

て直接事業所を訪問し確認した。 

事業所訪問数     ８９９件 

（内 疑義事業所訪問数 ３８件） 

ロ 都道府県労働局と連携の強化 

雇用保険３事業助成金に関して、平成１８年１２月か

ら都道府県労働局と雇用保険関係データの照会（ＯＣＲ

照会）を行い、不正受給防止の強化を図った。 

  ハ 不正受給防止体制の強化 

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を

配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するため

の点検を行うとともに、本部監察役等による都道府県セ

ンターに対する不正受給防止のための巡回指導や給付調

査役に対する研修（平成１８年４月）を実施すること等

により、不正受給防止の強化を図った。 

⑤ フォローアップ調査の実施 

 キャリア形成促進助成金を利用した事業主を通じ、その

従業員に対し、調査を実施したところ、９９．４％の者か

ら訓練等によりキャリアアップにつながったとの回答を得

た。（有効回答者数９７２人） 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）周知について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制度内容、利

用条件、相談・受付窓口等を公開し、各種情報の提供を充

実させ、申請者である事業主の利便を図るのみならず、制

度の恩恵を受けることとなる勤労者の利便を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）周知について 

① 制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の視点

に立った分かりやすい表現で、ホームページ及びパンフレ

ットに掲載し、周知するとともに、インターネットを通じ

た質問を受け付け、よくある質問については回答をホーム

ページに公開するなど積極的に利用者の利便の向上と情報

提供に努める。さらに、助成金額、貸付金額、利用条件等

の制度内容に変更があった場合は当該変更が確定した日か

ら、７日以内にホームページ等で公開する。また、内容の

充実を図るため、毎年度１回以上見直しを行い、中期目標

期間中の毎年度において、平成１４年度の実績と比べて
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

② 技能者育成資金 

（イ）制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の視

点に立った分かりやすい表現でホームページやパンフレ

ット等により周知するとともに、質問をインターネット

を通じて受け付け、よくある質問については、回答をホ

ームページで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）支給金額、利用条件等制度内容に変更があった場合は、

当該変更が確定した日から７日以内にホームページで公

開する。 

 

（ハ）パンフレットや申請書の記載例、申請に係る手引き等

の案内用冊子により、制度の趣旨、内容、申請手続を利

用者に対して十分説明する。 

 

（ニ）業務遂行に資するために制度に関するＱ＆Ａを含めた

貸付実施要綱のマニュアルを活用するとともに、職員の

審査能力の向上を図るため研修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）周知について 

① 制度内容、利用条件、相談・受付窓口等について利用者

の視点に立った分かりやすい表現によりパンフレットやホ

ームページで周知する。 

また、質問をインターネットを通じて受け付け、よくあ

る質問については、回答をホームページで公開するととも

に、制度内容に変更があった場合は、当該変更が確定した

日から７日以内にホームページで公開する。 

なお、ホームページについては、更に内容の充実を図る

ため見直しを行い、アクセス件数を平成１４年度に比較し

て１０％以上増加させる。 

 

（２）技能者育成資金 

① 制度の周知、説明 

    制度の趣旨、内容、申請手続きについて、次により利用

者に対して十分に周知、説明した。 

   イ ホームページでの周知 

    ・ ホームページについて、技能者育成資金の利用を希

望する方、既に利用している方、返還中の方等利用者

の状況に応じて、閲覧するページを分けているほか、

事例や図等を用いた分かりやすい制度内容の掲載を行

っている。 

    ・ 受付窓口での相談のほか、インターネットを通じて

質問を受け付け、よくある質問については、回答をＱ

＆Ａとしてホームページで公開した。 

   ロ 制度内容変更の公開 

平成１８年４月１日付けで連帯保証人を１人以上とす

ること等制度内容について改正を行い、４月３日にホー

ムページで公開した。 

   ハ パンフレットの配布による周知 

     申請書の記入例、申請の手引き等を含めたパンフレッ

ト「技能者育成資金のご案内」を全国の職業能力開発施

設等へ配布、周知した。 

  ② 審査能力の向上  

   イ 職員用マニュアルの整備 

     Ｑ＆Ａを含めた貸付実施要綱のマニュアルとしての「技

能者育成資金担当者マニュアル（以下「マニュアル」と

いう。）」について、機構と都道府県では手続きの流れ等

に一部違いがあることから、より分かりやすくし担当者

が審査業務等をスムーズに行えるよう、機構担当者用、

都道府県担当者用にそれぞれマニュアルを作成し、平成

１９年３月に、全国の職業能力開発施設等へ配布した。

  ロ 職員研修の実施 

     マニュアル等を活用し審査に係る収入・成績基準につ

いて、本部育成資金担当者の職員研修を３回実施した。

 

 

４ 勤労者財産形成促進業務 

●制度の周知 

財形業務の周知、利用者の利便や申請内容の適正化等を図るた

め以下の措置を講じた。 

（１）ホームページでの公開 

① よくある質問 

来所や訪問等による相談のほか、よくある質問について

は、回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

② 財形資料請求コーナーの実施 

ホームページ上の財形資料請求コーナーを活用し、利用

者の資料請求の要望に迅速に対応した。 

③ 制度変更に伴うホームページの公開 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 説明会や相談業務等を通じて、制度の趣旨等を申請者で

ある事業主のみならず、制度の恩恵を受けることとなる勤

労者に対し十分に周知することにより、勤労者の利便を図

るとともに、申請者については申請内容の適正化を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）手続等について 

① 助成金については、申請に係る諸手続の合理化を進める

ことにより、申請者の手続面での負担の軽減を図ること。

 

 

② 職員研修等による担当者の審査能力の向上を図ること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

   融資業務の運営に当たっては、国及び関係機関と連携を図

１０％以上増のアクセス件数を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② パンフレットや申込みに係る手引を作成し、都道府県セ

ンター等において配布するとともに、説明会や相談業務等

を通じて制度の趣旨、内容、申請手続等を利用者に対して

十分に説明することなどにより、利用者の利便を図るとと

もに、申請内容の適正化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）手続等について 

① 助成金については、申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化や添付書類の簡素化による事務

手続の合理化を進めることにより、申請者の手続面での負

担の軽減を図る。 

② 融資業務や助成金業務については、職員研修を強化し、

担当者の審査能力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

   融資業務の運営に当たっては、貸付金利の設定等について
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 徹底した啓発活動を展開するため、パンフレットや申込

みに係る手引き等を都道府県センター等において配布する。

また、利用者の利便や申請内容の適正化を図るため、説

明会や事業所訪問を通じた相談業務を積極的に実施し、制

度の趣旨・内容・申請手続及び不正受給の防止に関し利用

者に対して十分説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）手続等について  

① 助成金について、申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化や添付書類の簡素化などによる

事務手続の合理化を進めることにより、申請者の手続面で

の負担の軽減を図る。 

② 財形普及指導員研修を年１回、会議方式による情報交換

を年１回実施し、知識の共有化・審査能力等の向上を図る

とともに、本部に監察役及び各都道府県センターに給付調

査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底する

などにより、不正受給の防止を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

財形融資業務の運営に当たっては、貸付金利の設定等につ

制度変更については、変更が確定した日から７日以内に

ホームページで次のとおり公開した。 

（貸付利率の変更） 

・ 第１回目 確定した日の当日（平成１８年６月２３日）

・ 第２回目 確定した日の当日（平成１８年９月２２日）

・ 第３回目 確定した日の当日（平成１８年１２月２５

日） 

・ 第４回目 確定した日の当日（平成１９年３月２６日）

（制度の変更） 

・ 平成１８年４月１日施行の財形活用助成金の支給額の

一部改正（平成１８年４月３日） 

 

（２）制度の説明等の実施 

徹底した啓発活動を展開するため、助成金制度、財形融資

制度、貯蓄制度のパンフレット・リ－フレット、申込みに係

る手引き等を都道府県センターにおいて配布した。 

また、利用者の利便や申請内容の適正化を図るため、説明

会や事業所訪問を通じた相談業務を積極的に実施し、制度の

趣旨・内容・申請手続き及び不正受給の防止に関し利用者に

対して十分説明した。 

・ 財形制度の説明会の実施    ８５０回 

・ 事業所訪問の実施    １２，１３４件 

・ 相談業務の実施     １８，７３８件 

 

（３）ホームページのアクセス件数 

内容の充実を図るための見直しを行い、ホームページのア

クセス件数については、７８，８８９件となり、平成１４年

度（２２，３２２件）と比較して、２５３％増加した。 

 

●手続等  

審査担当者の知識の共有化・審査能力向上等を図るため、以下

の措置を講じた。 

（１）財形普及指導員研修の実施 

・ 実施日   平成１８年５月２５日 

・ 実施内容  財形制度の参加の勧奨・相談業務、助成金

の支給業務等について 

 ・ 参加者数  ４７名 

 

（２）不正受給防止体制の強化 

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置

し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を

行うとともに、本部監察役等による都道府県センターに対す

る不正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対する研修

（平成１８年４月）を実施すること等により、不正受給防止

の強化を図った。 

 

（３）関係機関との連絡調整 

   貸付金利の設定等に関しては、基準金融機関の短期プライ
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中期目標 中期計画 

ることにより、適正な貸付金利の設定等、勤労者の生活の安

定等に資する融資を実現すること。 

 

 

 

 

 

５ 情報提供について 

  業務内容については、ホームページにおいて各施設ごとの職

業訓練実施状況等国民に必要とされる情報を分かりやすい形で

提供すること等により、中期目標期間中の毎年度のアクセス件

数が２００万件以上となるようにすること。 

国及び関係機関と十分な連絡調整を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

５ 情報提供について 

  機構の業務内容や国民に必要とされる情報については、次に

より広く国民に周知する。 

（１）業務内容について、施設ごとに設定している各職業訓練コ

ースの実施時期、定員、受講手続、終了済みコースの訓練受

講者数、就職者数等についても、ホームページ等において積

極的に、かつ分かりやすい表現で公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）また、自発的に職業能力開発を行いたいと考えている個人、

従業者に対して職業能力開発を行いたいと考えている事業主

及び自らのキャリアを見つめ直したいと考えているフリータ

ー等若年者にとって、有益な情報、その他各種の助成金制度

や融資制度の情報を充実させることにより、中期目標期間中

の毎年度のアクセス件数が２００万件以上となるようにする。
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

いて厚生労働省及び財形直接融資を担当している住宅金融公

庫等と緊密に連絡調整を行う。 

 

 

 

 

 

５ 情報提供について 

（１）離職者を対象とする職業訓練に関し、訓練受講希望者が訓

練コースへの応募に際して、再就職により資する訓練コース

の選択が可能となるよう募集状況、訓練受講者数、就職率に

ついて公表する。 

在職者及び学卒者を対象とする職業訓練については、施設

ごとの訓練コースの実施時期、定員等を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自発的に職業能力開発を行いたいと考えている個人、従業

員に対して職業能力開発を行いたいと考えている事業主及び

自らのキャリアを見つめ直したいと考えているフリーター等

若年者に対する有益な情報の充実を図り、その他各種の助成

金制度や融資制度の情報についても、分かりやすい表現や迅

速かつ充実した情報の提供に努めることにより、アクセス件

数が２００万件以上となるようにする。 

 

 

ムレート及び５年利付国債の入札結果をもとに、設定した貸

付金利を確定するため、住宅金融公庫及び厚生労働省との調

整を毎月行った。 

   なお、住宅金融公庫等と債券の発行条件、債券・借入金の

調達割合等について意見交換を行い、一層の連携を図った。

 

 

５ 情報提供 

●ホームページを活用した積極的な情報の発信 

実施する訓練コースや若年者に対する業務、各種助成金制度・

融資制度等の機構の業務内容や国民に必要とされる情報について、

分かりやすい表現で迅速かつ充実した内容により、以下のとおり

ホームページに公開した。 

（１）訓練コースの公開 

イ 離職者を対象とする職業訓練 

    機構及び公開を希望する都道府県の施設、並びに民間教

育訓練機関で行う公共訓練コースの内容を公開するととも

に、平成１８年度から、訓練受講希望者が適切な訓練コー

スの選定を行えるよう、ホームページ上において、訓練概

要、受講条件、就職後の仕事例、過去の就職実績、賃金情

報等について、画像を織り交ぜながら分かりやすく掲載し

た。 

ロ 在職者を対象とする職業訓練 

    各職業能力開発施設で実施する訓練コースの実施時期、

期間、募集定員等を取りまとめ、公開した。 

ハ 学卒者を対象とする職業訓練 

各職業能力開発大学校等において訓練科名、募集定員、

訓練内容等を公開した。 

ニ 日本版デュアルシステム 

訓練目的、募集定員、受講対象者、訓練期間、授業料（受

講料）等を日本版デュアルシステムに係る支援サイト及び

携帯電話用サイトで公開した。 

 

（２）若年者を対象とした業務に係る情報提供 

若年者にとっての代表的な情報収集ツールである携帯電話

から、手軽に日本版デュアルシステムやヤングジョブスポッ

トの情報が得られるよう、ホームページ上にＱＲコードを設

置した。 

 

（３）機構の業務内容について、分かりやすい表現で迅速な公開

① 機構の事業を分かりやすく紹介するなどの情報発信 

ホームページ上に設置した利用者の声を紹介する「町か

どの機構」コーナーの内容に、職業能力開発促進センター

で行う離職者訓練を受講して再就職を果たした修了生の企

業での活躍や、日本版デュアルシステムを活用して実習先

事業所に採用された修了生の企業での活躍などを加え、身

近な情報として発信した。 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 勤労者福祉施設については、平成１７年度末までにすべて譲

渡又は廃止すること。 

 

 

７ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務については、

国の雇用対策と密接に連携し、効果的・効率的な実施に努める

こと。 

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、

次のとおりとする。 

１ 財形融資業務については、収益改善等に関する具体的な計画

を策定の上、累積欠損の解消に向け、当該計画を着実に実行す

るとともに、適正な債権管理に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 暫定的に行う業務についても下記に従い、財務内容の改善に

努めること。 

（１）雇用促進融資については、債権管理を適切に行い、リスク

管理債権の処理を進めるとともに、財政投融資への着実な償

還を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 勤労者福祉施設については、平成１７年度末までにすべて譲

渡又は廃止する。 

 

 

７ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務については、

国の雇用対策と密接に連携し、効果的・効率的な実施に努める。

 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 中期計画を実施するため、また、下記の方針のもと、予算、

収支計画及び資金計画を策定する。 

（１）財形融資については、効果的な普及啓発活動により貸付額

の確保を図りつつ適正な貸付金利の設定等により累積欠損金

の解消に向け、収益改善を図るとともに金融機関等を通じ債

権の適正な管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用促進融資については、金融機関等を通じ債権管理を適

切に行うとともに、リスク管理債権については、必要に応じ

て法的措置を講じること等により、債権の回収・処理に努め、

償還計画どおり、財政投融資への着実な償還を行う。 



 72 

平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務については、国

の雇用対策と密接に連携し、効果的・効率的な実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 下記の方針のもと、予算、収支計画及び資金計画を策定する。 

（１）財形融資については、効果的な普及啓発活動により当年度

貸付額の確保を図りつつ適正な貸付金利の設定等により累積

欠損金の解消に向け、収益改善を図る。 

また、債権管理については、金融機関等との連携を密にし、

債務者及び抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等を行

い、適正な管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用促進融資の債権管理については、より適切な回収・処

理に向け債権状況の把握や、回収手段の選択が適切に行われ

るように措置したところであり、その的確な実施を図る。 

また、引き続き金融機関等との連携を密にし、債務者及び

抵当物件に係る情報の収集及び現状把握等による、債権の適

切な管理、リスク管理債権に係る適切な指導や必要に応じた

法的措置の実施等による債権の回収・処理に努め、償還計画

どおり、財政投融資への着実な償還を行う。 

 ② 機構が取り扱う業務の制度変更等に係る情報の迅速な公

開 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

助成金、建設雇用改善助成金及びキャリア形成促進助成金

の制度改正、財形融資業務に係る貸付利率の変更について、

ホームページに掲載するなど、迅速に公開した。 

 

（４）ホームページのアクセス件数 

平成１８年度のアクセス件数については、上記（１）から

（３）の取組みなどにより、６１８万件となった。 

 

 

 

 

６ 上記に個別に掲げる業務以外の業務 

●事業主等の行う職業訓練に対する援助業務等の実施 

事業主等が自ら行う職業訓練等の振興に資するため、職業訓練

指導員の派遣等を実施した。 

 ・ 指導員派遣延べ人員   ４，７１７人 

 ・ 訓練延べ人員    １８０，４５２人 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

●財形融資の債権管理 

財形融資については、累積欠損金の解消及び適正な債権管理を

以下のとおり行った。 

（１）累積欠損金の解消 

当期利益として、５３億円を計上した結果、累積欠損金は

２７５億円となった。 

  （当年度の貸付額 ８５４億円） 

 

（２）債権管理 

 債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債権

の適正な管理を行うとともに、各（再）受託金融機関に対し

連携強化に向けた文書を発出した。 

 

●雇用促進融資の債権管理 

雇用促進融資については、適切な債権管理及び財政投融資への

償還等を以下のとおり行った。 

（１）債権管理 

① 債権管理 

債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債

権の適正な管理を行うとともに、各（再）受託金融機関に

対し、連携強化に向けた文書を発出した。 

② リスク管理債権 

貸付業務を受託している金融機関に対し業務指導を実施

し、現状の把握等適正な管理に努めるとともに、当該債権
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用促進住宅については、家賃収入により完全独立採算と

しているところであるが、家賃の適正水準への引上げ等によ

り自己収入の増加を図りながら、計画修繕を適切に実施する

とともに、中期目標期間の最終年度までに、人件費及び事務

費の管理経費を平成１４年度に比べて概ね３割程度削減する

など、合理的な経営に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雇用促進住宅については、家賃の適正水準への引上げ等に

より自己収入の増加を図りながら、計画修繕を適切に実施す

るとともに、中期目標期間の最終年度までに、人件費及び事

務費の管理経費等を平成１４年度に比べて概ね３割程度削減

するなど、合理的な経営を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雇用促進住宅については、平成１７年１２月２２日の閣議

決定を踏まえ、民間事業者の知見・ノウハウを活用しながら、

現に入居者がいることを踏まえた上で、できるだけ早期に事

業を廃止することについて、平成１８年度中に検討を行い必

要な対応を行う。 

また、入居率の向上等により、自己収入の一層の確保を図

りつつ、計画修繕項目別の修繕計画に基づき修繕を実施し、

地方公共団体等への譲渡等を推進する。 

さらに、住宅の集中管理方式の推進等により、人件費及び

事務費の管理経費を平成１４年度に比べて概ね２５％以上の

削減を図る。 

 

 

の一部については法的措置を講じること等により、債権の

回収・処理に努めた。 

なお、より適切な回収・処理に向け、債権状況の把握や

回収手段の選択が適切に行われるよう所要の措置を講じた。

   ・ 業務指導   ４２回 

・ 法的措置状況  ２件 

 

（２）財政投融資への償還 

財政投融資への償還に関しては、約定通りの償還を行った。

   償還額：元金  ３，１７９，１５６，０００円 

       利息  １，３９７，９５５，４０４円 

 

●雇用促進住宅 

（１）早期の事業廃止 

   民間事業者の早期事業廃止の方針の策定支援に係る報告を

踏まえ、平成３３年度までの１５年間で雇用促進住宅を譲

渡・廃止する旨の方針が決まった。 

（２）譲渡等に向けた取組み 

地方公共団体等との協議により、３住宅７棟（２８０戸）

を譲渡した。 

この結果、年度末における所有住宅数は、１，５３０住宅

３，８３５棟（１４１，５６２戸）となった。 

また、譲受けを検討している地方公共団体への譲渡に向け、

引き続き協議を行っている。 

さらに、個別住宅ごとの状況を把握、分析しつつ、６住宅

５６棟（２，７６５戸）の廃止を決定し、これらの住宅の新

規入居停止等の措置を講じた。 

 

（３）家賃の改定 

平成１５年１０月３１日以前の既入居者に対して、平成

１８年４月１日に家賃改定を行った。（平均５．９４％） 

 

（４）計画的修繕及び管理経費の削減 

雇用促進住宅については、譲渡するまでの間、合理的な経

営を行うため、以下の措置を講じた。 

① 計画修繕の実施 

住宅の維持管理を行うため、計画修繕項目別の修繕計画

に基づき修繕を実施した。 

（３，１３３棟修繕、１６７．１億円支出） 

② 管理経費の削減 

集中管理方式の推進等による管理主事の削減や計画的な

職員数の削減等により、住宅の委託費に係る人件費及び事

務費の管理経費を平成１４年度に比べ２９％削減した。（削

減額 ２８．８億円） 

   ・ 管理主事の削減数 ７０人 

    （平成１４年度に比べ５０７人減） 

   ・ 役職員の削減数  ５人 

（平成１４年度に比べ３０人減） 
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中期目標 中期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

職業訓練指導員については、訓練のコーディネート、キャリア・

コンサルティング、就職支援などへ対応する能力を備えた人材を

確保するとともに、任期付き雇用や民間外部講師を積極的に活用

することにより、社会のニーズに機動的に対応できる指導員体制

を実現すること。 

 

２ 予算   別紙１のとおり（省略） 

 

 

３ 収支計画 別紙２のとおり（省略） 

 

 

４ 資金計画 別紙３のとおり（省略） 

 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 勤労者財産形成促進業務において資金繰り上発生する資金の

不足への対応として ７７５億円 

 

 

 

 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足又は予定外

退職者の発生に伴う退職手当の支給への対応として ２４０億

円 

 

 

 

第５ 剰余金の使途 

剰余金が発生した際の使途は、中期計画の達成状況を見つつ、

事業の改善・質の向上に資する業務に充てることとする。 

 

 

 

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

（１）方針 

   機構の運営に必要な人材の確保に努めるとともに、職員の

専門性を高めるための研修を計画的に実施し、職員の業務執

行能力の向上を図る。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

２ 予算   別紙１のとおり（省略） 

 

 

３ 収支計画 別紙２のとおり（省略） 

 

 

４ 資金計画 別紙３のとおり（省略） 

 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 勤労者財産形成促進業務において資金繰り上発生する資金の

不足への対応として ７７５億円 

 

 

 

 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足又は予定外退職

者の発生に伴う退職手当の支給への対応として ２４０億円 

 

 

 

 

第５ 剰余金の使途 

剰余金が発生した際の使途は、年度計画の達成状況を見つつ、事業

の改善・質の向上に資する業務に充てることとする。 

 

 

 

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

（１）方針 

機構の運営に必要な人材の確保に努めるとともに、業務の

変化に柔軟かつ迅速に対応できる職員を育成するため、職員

の資質、職務遂行能力を向上させる職員研修を検討・実施す

る。 

 

●予算、収支計画、資金計画 

平成１８年度の予算、収支計画及び資金計画に対しての予算執

行等の実績は、決算報告書及び財務諸表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

●短期借入金 

資金繰り上発生した資金不足に対するつなぎ資金として、借入

限度額の範囲内で、借入を行った。 

 ・借入限度額：７７５億円 

 ・借入額  ：４２４億円 

 

●短期借入金 

 なし 

 

 

 

 

第５ 剰余金の使途 

●剰余金の使途 

なし 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 人事に関する計画 

●職員研修 

 職員の資質、職務遂行能力の向上を目的とした職員研修を実施

した。 

 なお、平成１８年度においては、訓練コーディネート、就職相

談支援業務の充実を図るための研修を以下のとおり実施した。 

（１）訓練コーディネート力向上研修 

  ・ 実施日  平成１８年９月１１日～９月１５日 

  ・ 対象者  職業訓練指導員 

  ・ 受講者  ４８人 

  ・ 内 容  訓練ニーズの把握に必要な市場調査、職務分

析力及び能力開発業務の企画・コーディネー

トに必要な訓練コース計画演習等 

 

（２）就職相談支援研修 

  ・ 実施日  平成１８年１０月１６日～１０月２０日（１

回目）、平成１８年１１月６日～１１月１０
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中期目標 中期計画 

  

 

 

 

 

 

 

（２）職業訓練指導員体制 

   人材の確保にあたっては、技能習得の指導に加えて、訓練

のコーディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援

などへの対応を踏まえた採用を行う。また、併せて民間企業

等幅広い層から、職業訓練指導員として必要な資質を有する

者を、任期付き雇用や外部講師として積極的に活用すること

で、社会のニーズに機動的に対応できる指導員体制を実現す

る。 

 

（３）人員に係る計画 

   期末の常勤職員数については、期初に比べて６００名を削

減する。 

 

 

 

２ 施設・設備に関する計画 

  雇用失業情勢等に対応した、効果的・効率的な職業訓練の実

施等を図るため、施設の老朽化等を踏まえ、計画的な修繕等を

行う。 
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平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職業訓練指導員体制 

新規採用に当たっては、技能習得の指導に必要な専門性及

び職業訓練指導員としての適性を考慮し採用審査を行う。 

併せて、民間企業等の幅広い技術者から、職業訓練指導員

として必要な資質を有する人材を、任期付き雇用や外部講師

として積極的に活用する。 

 

 

 

（３）人員に係る計画 

平成１８年度末の常勤職員数については、平成１７年度末

と比べて１５０名削減する。 

 

 

 

２ 施設・設備に関する計画 

築４０年を経過した施設のうち、施設の老朽化等により部分

修繕等では対応が困難な施設の、①本館建替（２件）、②実習

場建替（２件）を行うとともに、設置後１５年を経過した施設

のうち、監督行政庁等から更新・修理の指摘を受ける等、部分

修繕等では対応が困難な、③受変電設備更新（１件）、④空調

設備更新（４件）、⑤給水設備更新（１件）を行う。 

また、地方公共団体の下水道整備事業に合わせて⑥公共下水

道接続工事（１件）を行う。 

（注）上記の計画については、予見しがたい事情等を勘案し、

施設・設備を追加又は変更することがあり得る。 

         日（２回目） 

・ 対象者  職業訓練指導員 

  ・ 受講者  ５２人 

  ・ 内 容  就職相談支援能力及びキャリア形成支援能力

の向上を図るための相談事例、現状分析及び

就職相談手法等 

 

●職業訓練指導員体制 

 技能習得の指導に必要な専門性及び職業訓練指導員としての適

性を考慮して採用審査を行った。 

 また、民間企業の活力を活かす観点等から、民間企業等幅広い

技術者を外部講師として積極的に活用したほか、任期付きの職業

訓練指導員として３３人の受入れを実施した。 

 

 

 

●人員に係る計画 

平成１８年度末の常勤職員数については、平成１７年度末と比

べて１３７名削減した。 

 これにより、期初と比べて４５０名の削減となった。 

 

 

２ 施設・設備に関する計画 

●施設・設備 

築４０年を経過した施設のうち、施設の老朽化等により部分修

繕等では対応が困難な施設の、①本館建替（２件）、②実習場建

替（２件）及び設置後１５年を経過した施設のうち、監督行政庁

等から更新・修理の指摘を受ける等、部分修繕等では対応が困難

な、③受変電設備更新（２件）、④空調設備更新（４件）、⑤給水

設備更新（５件）を行った。 

また、地方公共団体の下水道整備事業に合わせて⑥公共下水道

接続工事（１件）を行った。  

（注）③受変電設備更新工事のうち１件、⑤給水設備更新工事の

うち４件については、当初の計画では予見しがたい事情（漏

水等）が発生したため、厚生労働省と協議の上、事業の追加

を行ったものである。 

 


